
明
治

初
期
に
．

却
寺
ノ
．

，
姿

る
歴
吏
、
致
育

岩
　
　
　
　
成

博

ω

芯
緒

言

－
日
本
近
代
史
を
研
究
す
る
場
合
、
致
育
の
間
題
は
一
つ
の
重
要
課
題
で
あ
り
、

従
つ
て
こ
の
時
代
に
巻
け
る
敦
育
制
度
或
は
致
育
思
想
の
発
達
の
問
題
、
並
に
こ

れ
が
絶
対
主
義
国
家
の
形
威
に
果
し
た
役
割
等
に
つ
い
て
は
治
従
来
種
々
の
方
面

か
ら
殆
ん
ど
研
究
し
尽
さ
れ
た
観
が
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
ら
致
育
史
の
間
題
は
、

そ
の
具
体
的
事
実
そ
明
ら
か
に
す
る
と
同
時
に
、
ま
た
そ
の
時
代
の
政
治
、
杜
会

と
の
関
連
に
拾
い
て
把
握
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
か
く
て
特
定
の
魔
史
的
条

件
の
も
と
に
お
け
る
一
定
時
期
の
致
育
制
度
の
改
廃
や
致
育
思
想
の
発
展
の
事
実

串
が
油
な
春
解
明
の
余
地
が
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
明
治
致
育
史
に
つ
．
い
て
も
多
く

の
間
題
が
残
さ
れ
て
い
る
。
殊
に
致
育
史
の
一
分
野
に
す
ぎ
ぬ
歴
史
致
育
史
の
如

き
に
至
つ
て
は
、
従
来
殆
ん
ど
顧
み
ら
れ
る
と
こ
ろ
な
く
、
従
つ
て
今
後
解
明
す

べ
き
間
題
が
少
く
な
い
と
思
わ
れ
る
。

　
と
こ
ろ
で
匿
史
教
育
史
の
間
題
は
惇
致
育
史
家
侭
よ
つ
て
研
究
さ
る
べ
き
間
題

で
あ
。
る
と
同
時
に
ハ
ま
た
歴
史
学
の
立
場
か
ち
も
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
間
題
で

あ
る
。
致
育
に
り
い
て
の
専
門
的
飾
識
乃
至
理
論
の
乏
し
い
者
が
歴
奥
敷
育
史
を

論
じ
て
も
、
そ
れ
但
致
育
学
的
考
察
の
乏
し
い
睦
衷
の
た
め
の
騒
史
に
堕
す
る
の

外
は
な
く
、
ま
た
歴
史
学
に
つ
い
て
σ
理
解
の
乏
し
い
者
が
歴
史
致
育
の
推
移
を
．

述
べ
て
、
、
そ
れ
は
理
論
的
に
流
れ
て
実
証
性
を
欠
く
も
の
ど
な
り
易
い
。
匿
史

徹
育
史
ば
致
育
史
の
間
題
で
も
あ
り
、
ま
た
史
学
史
の
間
題
で
も
あ
る
。
私
が
為

し
得
べ
き
こ
ど
は
蟹
史
学
的
立
場
か
ら
の
歴
史
致
育
史
に
外
な
ら
な
い
。
わ
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
註
①

国
に
お
け
る
歴
史
致
育
史
に
関
す
る
研
究
と
し
て
は
、
大
久
保
利
謙
氏
、
高
橋
俊

註
②
　
　
　
註
③
　
　
駐
④

乗
氏
嶋
上
野
菊
爾
氏
為
三
島
一
氏
等
の
諾
論
文
が
あ
り
、
な
お
こ
れ
に
関
係
あ
る

も
の
に
は
爵
直
二
郎
博
士
の
「
蟹
研
究
と
歴
史
警
」
一
灘
躍
堕
が

あ
る
。
そ
の
多
く
は
明
治
緯
新
前
の
匿
史
教
育
を
取
扱
わ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
明

治
以
－
降
に
つ
い
で
併
究
さ
れ
た
も
の
は
極
め
て
少
い
。

　
従
来
の
研
究
で
は
明
治
緯
新
後
の
歴
史
教
育
は
奄
ひ
た
す
ら
国
家
主
義
的
教
育

へ
の
方
向
を
辿
り
、
学
淘
頒
布
よ
り
教
育
勅
語
漢
発
ま
で
が
そ
の
準
傭
期
に
相
当

し
、
以
後
次
第
に
厨
家
主
義
的
傾
向
は
強
化
せ
ら
れ
、
天
皇
制
絶
対
主
義
政
権
べ

の
批
判
は
、
し
ば
し
ぼ
断
圧
の
難
に
あ
つ
た
と
説
か
れ
て
い
る
。
明
治
以
降
の
騒

史
致
育
史
の
か
㌧
る
説
明
ば
、
も
と
よ
り
誤
り
で
は
な
い
。
し
か
し
果
し
て
か
㌧

る
説
明
だ
け
で
十
分
で
あ
ろ
う
か
。
私
は
多
大
の
疑
間
を
抱
か
ざ
る
を
得
な
い
、

こ
の
時
代
o
魔
史
教
育
の
実
態
は
、
そ
の
具
体
的
様
相
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に

よ
つ
て
、
は
じ
め
て
そ
の
本
質
の
究
明
へ
接
近
し
得
る
も
の
と
思
う
。
か
∫
る
立

場
に
お
い
て
私
は
明
治
初
期
の
歴
史
教
育
を
ば
、
主
と
し
て
初
等
致
育
を
中
心

に
普
通
教
育
に
お
け
る
「
歴
史
」
．
の
位
置
芯
教
科
書
よ
り
み
た
る
騒
史
教
育
も
騒
史

－
L
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科
の
独
立
と
そ
の
思
想
的
背
景
の
三
つ
の
視
点
よ
り
明
ら
か
に
し
た
い
と
思
う
。

な
お
こ
ふ
で
明
治
初
期
と
い
う
の
は
培
緯
新
当
初
よ
り
明
治
十
四
年
小
学
校
教

則
綱
領
の
制
定
を
み
る
ま
で
の
期
間
を
指
す
の
で
あ
つ
て
青
私
は
明
治
期
の
慶
衷

教
育
史
の
観
点
よ
り
し
て
滝
こ
の
時
代
を
以
て
一
時
期
を
な
す
も
の
と
考
え
た
い

の
で
忘
一
般
的
時
代
区
分
と
多
少
異
る
点
も
あ
る
が
馬
こ
の
点
は
予
め
お
断
j
し

て
お
く
次
第
で
あ
る
。

謹
　
①
大
久
保
利
譲
氏
、
「
近
世
に
於
げ
る
歴
史
教
育
」
（
本
邦
史
学
史
論
叢
下
巻
所
収
）

　
　
⑨
高
橋
俊
乗
氏
、
「
目
本
歴
史
教
育
史
し
（
歴
史
教
育
講
座
第
三
輯
所
収
）
な
お
高
橋

　
　
　
　
氏
は
わ
が
国
の
歴
史
教
育
の
褒
遷
を
四
期
に
分
ち
、
平
安
時
代
ま
で
を
第
一
期
と

　
　
　
．
し
竜
そ
れ
以
後
戦
国
時
代
ま
で
を
第
二
期
と
し
、
そ
れ
よ
り
以
後
明
治
緯
新
ま
で

　
　
　
　
を
第
三
期
と
し
南
維
新
以
後
を
第
四
期
と
さ
れ
て
い
る
が
、
第
四
期
は
坂
扱
っ
て

　
　
　
　
な
い
。

　
　
③
上
野
菊
爾
氏
喝
「
歴
史
教
育
の
発
達
」
（
「
歴
史
教
育
し
第
二
巻
第
八
⑧
九
号
所
載
）

　
　
④
婁
島
一
氏
竜
「
わ
が
国
に
お
げ
る
歴
史
教
育
史
」
（
目
本
歴
史
講
座
第
八
巻
、
歴
史

　
　
　
　
教
育
篇
所
収
）

二
滴
普
通
教
育
に
お
け
る
「
魔
吏
」
の
位
置

　
明
治
維
新
前
に
お
い
て
は
も
幕
府
の
昌
平
校
、
講
藩
の
藩
校
が
武
士
階
級
の
学

問
、
．
教
育
の
機
関
で
あ
り
、
廉
民
教
育
の
た
め
に
は
寺
小
屋
が
あ
つ
た
。
寺
小
屋

の
制
度
は
冷
徳
川
封
建
時
代
の
中
期
以
後
に
確
立
し
、
読
み
、
書
き
も
算
盤
等
が

教
え
ら
れ
た
が
、
封
建
砒
会
の
秩
序
維
持
の
目
的
か
ら
、
寺
小
屋
教
育
の
内
容
に

幕
府
の
保
護
千
渉
の
加
え
ら
れ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
な
い
。
幕
末
に
及
び
当
時
の

政
治
、
杜
会
の
状
勢
を
反
映
し
て
、
そ
の
教
科
内
容
に
も
実
学
的
傾
向
の
も
の
が

加
味
さ
れ
馬
洋
学
の
無
識
も
授
け
ら
れ
だ
。
し
か
し
そ
の
教
科
目
の
申
に
「
魔
史
」

は
な
く
馬
封
建
肚
会
の
庶
民
教
育
と
し
て
魔
史
教
育
は
顧
み
ら
れ
な
か
つ
た
と
い

つ
て
よ
い
。
僅
か
に
「
武
家
往
来
」
「
源
平
盛
衰
記
桂
来
」
「
太
平
記
忠
臣
往
来
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
註
①

「
国
史
往
来
」
等
の
往
来
物
が
用
い
ら
れ
竜
卑
俗
な
軍
談
ま
が
い
の
慶
史
的
教
育
が

行
わ
れ
た
程
度
に
遇
ぎ
な
い
。

　
前
代
の
か
∫
る
状
態
を
継
承
せ
る
維
薪
当
初
の
小
学
校
規
則
乃
至
課
業
表
に
、

教
科
と
し
て
の
「
歴
史
」
を
見
出
し
得
ぬ
の
は
当
然
で
あ
る
。
わ
が
国
で
小
学
校

の
名
称
を
用
い
た
最
初
の
も
の
は
、
明
治
元
年
十
二
月
設
立
の
沼
津
兵
学
校
附
属

　
　
　
　
　
註
②

小
学
校
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
本
来
消
津
兵
学
校
に
入
学
す
る
者
の
た
め
の
予
備
校

で
、
通
常
は
政
府
の
初
等
中
等
教
育
督
励
の
布
達
に
応
じ
、
明
治
二
年
五
肩
以
降

京
都
が
講
置
し
た
小
学
校
を
以
て
皓
矢
と
す
る
。
す
な
わ
ち
同
年
中
に
京
都
に
六

　
　
　
　
　
　
　
　
　
註
③

十
四
の
小
学
校
が
開
講
さ
れ
ち
当
時
に
お
け
る
初
等
教
育
の
棲
準
と
さ
れ
た
。
翌

年
に
は
東
京
に
六
箇
所
の
小
学
校
が
設
け
ら
れ
竜
次
で
各
地
に
続
々
と
小
学
校
の

設
置
を
み
る
に
至
つ
た
。
こ
れ
ら
学
制
頒
布
前
の
小
学
校
は
、
そ
の
数
も
少
く
規

歓
も
寺
小
屋
と
大
差
な
か
つ
た
。
し
か
し
両
者
の
間
に
は
、
維
薪
を
境
と
す
る
時

代
的
相
違
の
見
逃
し
難
き
も
の
が
あ
る
。

　
試
み
に
緯
薪
当
初
の
思
潮
を
み
る
に
、
従
来
封
建
治
下
に
圧
遣
さ
れ
て
い
た
内

外
の
薪
思
想
は
ち
関
を
切
つ
た
奔
流
の
如
く
、
潰
々
と
し
て
そ
の
停
止
す
る
と
こ

ろ
を
釦
ら
な
か
つ
た
。
教
育
に
お
い
て
も
文
明
開
化
の
標
識
の
下
に
も
封
建
的
束

縛
よ
り
解
放
さ
牝
ん
と
す
る
啓
蒙
運
動
が
勃
興
し
た
。
か
∫
る
時
代
の
流
れ
の
中

で
諌
立
を
み
た
小
学
校
は
、
封
建
時
代
の
寺
小
屋
の
陰
気
な
も
の
で
は
な
く
も
新

文
明
の
脚
光
を
浴
ぴ
て
薪
ら
し
い
組
織
へ
と
進
め
ら
れ
て
い
つ
た
、
こ
の
文
明
開

化
の
風
潮
の
ヰ
に
慶
史
の
教
育
も
は
じ
ま
つ
た
。
す
な
わ
ち
騒
史
を
国
民
的
釦
識

と
し
て
普
及
せ
ん
と
す
る
傾
同
で
あ
る
。
い
ま
全
国
小
学
校
の
墓
準
と
目
さ
れ
淀

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
註
④

京
都
府
小
学
校
の
「
学
童
定
等
」
に
よ
れ
ば
、
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簑
五
科
規
則

　
小
学
子
弟
凡
ソ
八
歳
ニ
シ
デ
小
学
二
入
リ
普
通
学
ヲ
修
メ
兼
テ
大
学
専
間
五

　
　
　
　
科
ノ
大
意
ヲ
飾
、
ル
　
　
　
句
読
、
習
字
芯
算
術
、
静
学
、
地
理
学
、
五

　
　
　
　
科
大
意
　
　
　
子
弟
凡
ソ
十
五
歳
ニ
シ
テ
小
学
ノ
事
詑
ジ
中
学
二
入
ル

　
　
　
　
云
序

と
あ
る
。
明
治
四
年
八
月
に
至
り
鬼
府
果
は
は
じ
め
て
小
学
課
業
表
を
制
定
し
喰

教
科
員
を
句
読
壱
暗
謂
、
習
字
、
算
術
の
四
科
と
し
、
各
教
科
を
五
等
に
分
つ

た
。
こ
の
課
業
表
の
「
句
読
」
の
中
の
第
一
や
二
、
三
等
で
、
冒
本
外
史
、
日
本
政

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
註
⑥

記
、
国
史
賂
等
の
騒
史
書
が
教
材
と
し
て
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
定
書
に
附
加
し

て
、
「
科
目
ハ
少
ケ
レ
ト
読
物
ノ
樫
度
最
モ
高
シ
蓋
シ
読
書
カ
ヲ
養
蔵
ス
ル
ニ
カ

ヲ
嗣
ヒ
シ
ナ
リ
。
」
と
み
え
竜
魔
史
書
を
読
む
と
い
う
形
態
を
以
て
、
慶
史
教
育

が
は
じ
ま
つ
た
。
か
く
の
如
く
教
科
と
し
て
の
「
句
読
」
の
中
で
匿
史
教
育
が
行

わ
れ
た
こ
と
は
、
当
陣
の
一
般
的
傾
向
で
あ
り
為
匿
史
科
の
存
在
せ
ざ
る
の
故
を

以
て
竜
当
時
未
だ
匿
史
教
育
が
行
わ
れ
て
い
な
い
と
す
る
の
は
、
当
を
得
た
解
釈

と
は
言
い
難
い
。
京
都
府
中
学
校
内
小
学
舎
の
普
通
科
の
教
科
目
に
は
、
習
字
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
註
⑥

句
読
、
語
学
、
算
術
竜
作
文
、
地
理
学
等
が
あ
り
、
幅
井
藩
外
藩
小
学
生
学
課
表

註
⑦

に
句
読
、
習
字
、
算
術
、
講
義
、
剣
術
、
柔
術
、
体
操
等
が
あ
り
、
静
岡
藩
の
小

学
校
捷
書
中
の
教
科
目
に
は
為
読
書
為
手
習
、
算
術
嶋
地
理
、
体
操
、
剣
術
、
水

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
註
⑧

練
馬
講
釈
聴
聞
等
が
み
ら
れ
る
が
、
「
句
読
」
ま
た
は
「
読
書
」
の
中
で
慶
史
書

の
用
い
ら
れ
し
こ
と
は
、
前
述
の
京
都
の
場
合
と
同
様
で
あ
る
。
た
じ
こ
∫
で
注

目
す
べ
き
は
池
地
理
が
早
く
よ
り
独
立
教
科
と
し
て
重
視
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
一

含
が
杉
こ
れ
は
開
国
後
目
な
お
浅
き
わ
が
国
と
し
て
、
早
急
に
世
界
的
釦
識
を
与

え
ん
と
す
る
意
図
に
よ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
以
上
学
綿
頒
布
前
の
小
学
校
に
お
い
て
、
歴
史
教
育
が
如
何
な
る
形
態
の
も
と

に
行
わ
れ
た
か
を
概
観
し
た
が
、
次
に
学
樹
頒
布
後
の
「
騒
史
」
の
位
置
に
つ
い

て
考
察
し
よ
お
。
周
釦
の
如
く
明
治
政
府
の
統
一
的
教
育
政
策
は
、
明
治
五
年
の

「
学
制
」
た
は
じ
ま
り
、
そ
れ
は
徴
兵
令
と
共
に
明
滑
政
府
の
開
明
的
政
策
の
衝

心
を
な
す
も
の
で
あ
つ
た
。
学
制
を
賛
（
根
本
糖
神
は
、
一
面
フ
ラ
ン
ス
流
の
劃

一
主
義
、
強
制
主
義
を
採
る
と
共
に
、
他
面
英
米
σ
主
知
主
義
為
功
利
主
義
が
指

導
理
念
を
な
し
、
そ
の
全
体
を
貫
く
精
神
は
、
「
邑
二
不
学
ノ
戸
ナ
ク
家
二
不
学

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
註
⑨

ノ
人
ナ
ク
」
と
い
う
国
民
普
通
教
育
で
あ
つ
た
。
明
治
絶
対
主
義
政
治
の
方
向
が

早
急
に
欧
米
先
進
国
に
遣
い
つ
く
こ
と
に
あ
つ
た
以
上
、
致
育
の
制
度
、
内
容
も

ま
た
こ
の
方
同
に
即
応
せ
ね
ぼ
な
ら
な
か
つ
た
の
は
当
然
で
あ
ろ
う
。
こ
の
学
制

に
よ
り
日
本
教
育
の
基
礎
が
確
立
し
、
寺
小
屋
の
看
板
を
急
ぎ
塗
り
替
え
て
小
学

校
の
設
立
を
み
た
こ
と
は
芯
近
代
教
育
史
上
劃
期
的
な
こ
と
で
あ
つ
た
。
学
制
に

よ
れ
ば
、
「
小
学
校
ハ
教
育
ノ
初
級
ニ
シ
テ
人
民
一
般
必
ス
学
ハ
ス
ン
ハ
ア
ル
ヘ

カ
ラ
サ
ル
モ
ノ
ト
ス
」
と
定
め
ら
れ
芯
下
等
小
学
の
教
科
ぼ
、
綴
字
、
習
字
、
会

語
、
読
本
喜
・
修
身
セ
国
体
、
書
贋
、
文
法
、
算
術
も
養
生
法
、
地
学
大
意
、
窮
理

学
大
意
ち
体
操
、
唱
歌
等
の
参
数
に
上
り
、
上
等
小
学
は
こ
れ
に
史
学
大
意
、
幾
．

何
学
大
意
治
罫
画
大
意
、
博
物
学
大
意
、
化
学
大
意
、
生
理
学
大
意
等
を
加
え
、

土
地
の
事
情
に
よ
つ
て
は
外
国
語
、
記
簿
法
、
図
画
、
政
体
大
意
の
四
科
を
掛
酌

　
　
　
　
　
　
　
　
　
註
⑩

し
て
教
え
得
る
も
の
と
し
た
。
こ
㌧
に
お
い
て
歴
史
は
名
称
も
史
学
大
意
と
改
め

ら
れ
、
諾
教
科
の
一
隅
に
独
立
の
地
位
を
占
め
る
に
至
つ
た
の
で
あ
る
。
同
様
の

こ
と
は
下
等
小
学
の
場
合
に
お
い
て
も
認
め
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
が
こ
の
教
科
目
は

一
応
の
基
準
を
示
し
た
も
の
で
、
こ
れ
が
実
施
の
紬
目
は
同
年
九
月
八
日
文
部
省



副

が
布
達
し
た
小
学
教
則
に
侯
た
ね
ば
な
ら
な
か
づ
た
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
騒
史
は

「
史
学
輪
講
」
と
し
て
上
等
小
学
で
課
す
る
こ
と
㌧
な
ヅ
、
そ
の
課
程
は
次
の
如

　
　
註
⑲

く
で
あ
る
。

　
席
七
級
　
六
ケ
目
（
第
五
年
後
期
）
一
週
四
時

　
　
史
学
輸
講
　
王
代
一
覧
等
ヲ
独
見
輪
講
セ
シ
ム

　
幣
六
級
　
六
ケ
可
（
第
六
年
前
期
）
一
週
四
時

　
　
史
学
輸
講
　
国
史
路
等
ヲ
独
見
シ
来
テ
解
説
セ
シ
ム

　
第
五
級
　
六
ケ
月
（
第
六
年
後
期
）
一
週
六
時

　
　
史
学
輪
講
　
前
級
ノ
如
シ

　
第
四
絞
　
六
ケ
月
（
第
七
年
前
期
）
一
週
四
時

　
　
史
学
輸
講
　
万
国
史
略
等
ヲ
独
見
輸
講
セ
シ
ム

　
第
三
級
　
六
ケ
月
（
第
七
年
後
期
）
一
週
二
時

　
　
史
学
輸
講
　
五
洲
記
事
等
ヲ
独
見
輸
講
セ
シ
ム

　
第
二
級
六
ケ
月
（
第
八
年
前
期
）
一
週
二
時

　
　
史
学
輸
講
　
前
級
ノ
如
シ

　
第
一
級
　
六
ケ
月
（
第
八
年
後
期
）
一
週
二
降

　
．
史
学
輸
講
　
前
級
ノ
如
シ
　
　
　
　
　
　
　
，
　
　
　
㌧

か
㌧
る
規
定
の
制
定
に
よ
り
ち
展
史
が
旗
立
教
科
と
し
て
の
地
位
を
認
め
ら
れ
た

こ
と
は
、
こ
れ
が
実
施
の
如
句
は
別
と
し
て
栖
注
目
H
1
す
べ
き
て
と
左
言
1
わ
ね
ば
な

ら
ぬ
。
い
ま
「
小
学
教
則
概
表
」
に
よ
り
、
各
級
通
算
．
し
て
そ
の
教
授
時
数
を
み

る
に
、
算
術
九
十
二
時
間
、
習
字
五
十
四
時
閥
ハ
地
理
五
十
十
時
間
、
－
究
理
四
十

時
間
、
読
本
輸
講
二
十
六
時
間
、
史
学
二
十
四
時
間
の
割
合
で
、
時
間
数
の
多
少

を
以
て
そ
の
教
科
の
重
要
度
を
み
る
こ
と
は
、
も
と
よ
り
軽
率
の
嫌
は
あ
る
が
、

歴
史
教
育
の
位
置
を
知
る
た
め
の
一
応
の
目
安
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
な
お
こ
㌧
で

中
学
教
育
に
つ
い
て
二
冒
す
れ
ば
芯
魔
史
は
史
学
と
い
う
名
称
を
以
て
鬼
週
二
時

澗
づ
∫
下
等
中
学
に
為
い
て
課
せ
ら
れ
る
こ
と
工
．
な
つ
た
。
そ
の
教
科
書
と
し
て

は
、
パ
ー
レ
ー
氏
万
国
史
（
墨
｛
昌
、
二
⇔
艮
＜
理
邑
蟹
ω
ざ
昌
）
そ
の
他
が
指
示

さ
れ
て
い
る
。

　
と
こ
ろ
が
こ
の
文
部
省
制
定
の
小
学
教
則
は
善
「
従
来
の
寺
小
屋
に
お
げ
る
教

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
註
⑲

科
内
容
と
は
余
り
に
も
甚
だ
し
い
距
離
が
あ
つ
て
」
緒
局
室
文
に
終
ら
ざ
る
を
得

な
か
つ
た
。
ま
た
文
部
省
賞
身
の
態
度
も
、
小
学
教
則
の
公
布
と
同
時
に
、
別
に

東
京
師
範
学
校
に
命
じ
、
わ
が
国
小
学
校
に
適
切
な
教
則
を
全
校
附
属
小
学
校
に

・
お
け
る
実
際
の
教
育
を
基
礎
と
し
て
、
こ
れ
が
作
威
に
当
ら
せ
言
こ
と
㌧
し
た
。

か
く
て
明
治
六
年
五
月
「
師
範
学
校
制
定
の
も
の
を
基
準
と
し
て
普
及
せ
し
め
る

方
針
を
採
り
滝
」
「
間
も
な
く
こ
の
教
則
が
全
国
に
採
用
せ
ら
れ
る
こ
と
ふ
な
っ

註
⑲

た
。
」
の
で
あ
る
。
従
つ
て
各
府
果
の
小
学
校
教
百
の
実
際
を
知
る
た
め
に
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
詮
⑭

こ
の
師
範
学
校
附
属
小
学
校
作
製
の
教
則
を
検
討
す
べ
き
で
あ
る
。
よ
つ
て
明
治

六
年
の
同
校
の
下
等
小
学
の
教
科
を
み
る
に
、
読
物
竜
算
術
、
習
字
為
書
取
、
問

答
、
作
文
復
読
、
体
操
等
が
あ
り
、
上
等
小
学
に
は
こ
れ
に
輪
講
、
輸
読
為
晴
記

罫
画
等
が
加
え
て
あ
る
。
こ
㌧
で
は
再
び
匿
史
は
そ
の
名
称
を
消
し
て
い
る
が
、

下
等
小
学
の
第
一
竜
二
這
三
級
及
び
上
等
小
学
の
第
二
、
三
ハ
四
級
の
教
科
「
読

物
し
の
中
で
日
本
史
略
、
万
国
史
賂
等
の
教
科
書
が
教
材
と
し
て
示
さ
れ
て
い
る
、

こ
の
こ
と
は
歴
史
毅
育
の
軽
視
と
い
う
よ
り
も
、
寧
ろ
教
科
目
の
本
質
帖
差
別
及

び
そ
の
名
称
等
に
つ
い
て
の
理
解
が
不
十
分
で
、
当
時
の
教
育
が
全
体
止
し
て
拙

速
主
義
に
よ
つ
て
い
た
こ
と
セ
及
び
一
般
人
民
の
文
化
的
水
準
の
低
か
つ
た
こ
と

と
関
係
す
る
も
め
で
あ
る
。

sokyu
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さ
て
こ
れ
ち
小
学
教
則
の
地
方
の
学
校
に
お
け
る
実
施
の
状
況
を
み
る
に
、
一

例
と
し
て
明
治
八
年
制
定
の
島
根
泉
の
小
学
教
則
ζ
み
よ
う
q
そ
れ
に
ポ
る
と
、

　
下
等
小
学
科
、
一
六
才
よ
り
九
才
ま
で

　
　
　
　
読
物
　
　
（
萬
口
史
賂
、
日
本
史
略
そ
の
他
）

　
上
等
小
学
科
　
　
十
才
よ
り
十
四
才
ま
で

　
　
　
　
読
物
　
　
（
村
国
史
略
、
五
洲
記
事
そ
の
他
）

　
　
註
⑮

と
あ
り
、
さ
ら
に
ま
た
同
年
め
京
都
府
の
小
学
教
則
五
み
る
に
、
下
等
小
学
に
お

い
て
は
ネ
読
物
科
の
中
に
教
材
と
し
て
日
木
史
路
、
万
国
史
賂
等
が
用
い
ら
れ
、

上
等
小
学
に
お
い
て
は
、
読
本
と
し
て
内
国
史
略
冶
三
史
路
（
皇
国
“
支
郡
、
西

洋
）
五
洲
記
事
等
が
使
用
さ
れ
て
い
た
。
毛
の
後
改
正
を
み
て
京
都
府
下
の
上
等

小
学
の
課
業
表
の
読
物
科
で
は
芯
第
一
、
土
級
で
日
本
外
史
、
第
三
級
で
日
本
外

史
及
び
巴
氏
ガ
国
史
セ
第
四
、
五
級
で
月
本
政
記
及
ぴ
巴
氏
万
国
史
、
第
六
級
で

日
本
政
記
、
第
七
、
八
級
で
国
史
略
及
1
び
日
本
略
史
等
多
数
の
歴
史
書
が
示
さ
れ

　
註
⑲

て
い
る
。
か
く
の
如
く
事
実
上
歴
史
教
育
が
行
わ
れ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
す
為
’

歴
史
は
教
科
と
し
て
独
立
の
形
態
を
と
つ
て
い
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。
ご
の
こ
亡

は
既
に
述
べ
だ
如
く
、
歴
史
教
育
の
軽
視
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
く
恥
寧
ろ
当

時
の
初
等
教
育
の
実
情
に
卸
応
し
た
も
の
と
し
て
理
解
す
べ
書
で
あ
ろ
う
。

　
次
に
初
等
教
育
に
従
事
す
べ
き
教
員
の
養
威
を
目
的
と
す
る
東
京
師
範
学
校
の

学
科
目
を
み
る
に
、
そ
こ
で
は
歴
史
教
育
は
棉
当
重
視
せ
ら
れ
て
い
た
も
の
と
み
－

る
こ
と
が
で
き
る
、
な
ぜ
な
ら
ば
そ
の
学
科
目
の
配
列
の
順
序
は
地
学
、
史
学
為

理
学
、
数
学
等
の
順
を
遺
い
、
讃
科
書
と
し
て
は
皇
朝
史
路
、
十
八
史
路
、
元
明

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
註
⑩

史
略
、
泰
西
史
鑑
、
一
万
国
薪
史
等
が
使
用
さ
れ
、
史
学
は
諾
学
科
中
の
第
二
位
に

位
置
↓
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
わ
が
国
教
育
の
総
本
山
と
も
い
う
べ
き
東
京
師
範

学
校
に
お
い
て
、
史
学
が
相
当
重
要
な
位
寧
紀
占
め
て
い
た
こ
と
は
、
ギ
が
て
各

府
果
の
小
学
校
の
，
歴
史
教
育
に
も
影
響
す
る
と
こ
ろ
が
大
で
あ
つ
た
。
か
く
考
え

　
る
と
き
当
時
の
普
通
教
育
に
お
け
る
藤
史
の
位
置
は
、
決
し
て
低
く
評
価
す
べ
き

で
な
く
、
と
の
こ
と
は
中
学
校
、
女
学
校
、
女
子
師
範
学
校
等
に
あ
つ
て
も
変
り

は
な
い
。
い
ま
こ
れ
ら
諾
学
校
の
学
科
目
の
配
列
順
序
を
み
る
に
、
下
等
中
学
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
註
⑲

お
い
て
ば
、
教
科
巨
二
十
σ
ラ
ち
史
学
は
第
五
位
に
位
置
し
も
ま
た
文
部
省
が
旧

亀
岡
藩
邸
に
開
談
し
た
女
学
校
に
お
い
て
も
竜
ぞ
の
教
科
は
読
物
為
、
数
学
、
記
簿

法
等
九
科
目
あ
る
う
ち
に
、
読
物
科
に
示
さ
れ
た
教
科
書
の
中
慶
史
は
第
二
位
に

記
さ
れ
て
い
る
。
’
童
た
策
京
女
子
師
範
学
校
の
教
則
に
み
え
る
学
科
目
は
読
物
、

地
理
、
魔
史
馬
数
育
、
習
字
等
二
十
科
目
の
多
き
に
の
ぼ
る
が
、
歴
史
は
第
三
位

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
註
⑲

に
あ
り
、
修
身
学
の
如
き
は
中
位
に
あ
る
。
学
科
目
の
記
載
順
序
を
以
て
そ
の
各

’
科
の
軽
重
を
み
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
喜
よ
し
当
時
の
慣
習
と
は
い
え
、
歴
史
が

誇
学
科
中
の
上
位
に
位
置
し
て
い
た
こ
と
は
、
こ
め
時
代
に
お
け
る
騒
史
教
育
の

地
位
を
示
す
に
足
る
も
の
で
あ
ろ
う
◎

　
と
こ
ろ
が
明
治
十
二
年
学
制
が
廃
止
さ
れ
て
、
教
育
令
が
公
布
さ
れ
る
や
芯
ζ

の
傾
向
は
一
変
し
た
。
す
な
わ
ち
教
育
令
第
三
条
に
、
「
其
学
科
ヲ
読
書
、
習
字
専

算
術
竜
地
理
為
，
歴
史
一
修
身
ノ
初
歩
ト
ス
」
と
規
定
し
て
、
国
民
生
活
の
実
情
に

部
し
て
科
目
を
大
い
に
、
削
減
す
る
と
共
に
、
歴
史
は
下
位
に
お
か
れ
た
。
さ
ら

に
十
三
年
の
政
正
教
育
令
に
お
小
て
は
、
教
科
目
を
列
記
す
る
に
教
育
令
の
如
く

読
書
、
習
字
と
い
う
順
序
に
よ
ら
す
修
身
を
首
位
に
お
き
、
か
つ
但
書
と
し
て
、

　
「
已
ム
ヲ
得
サ
ル
場
合
．
ご
於
テ
ハ
修
身
、
読
書
、
習
字
、
算
術
、
地
理
、
歴
史
ノ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
註
⑳

中
地
理
、
歴
史
ヲ
減
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
」
と
規
定
さ
れ
、
歴
史
教
育
は
第
二
義
的
意

味
に
お
い
て
取
扱
わ
れ
る
こ
と
と
な
つ
た
。
後
年
西
村
茂
樹
の
如
き
も
小
学
校
の

sokyu
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教
科
胃
を
論
じ
て
、
’
「
地
灘
、
歴
史
、
物
理
、
化
学
等
は
立
て
て
一
科
と
す
る
に

　
　
詮
⑳

及
ば
す
。
」
修
身
を
第
一
と
し
、
そ
の
他
は
筆
読
算
の
三
科
を
習
い
得
れ
ば
足
り

　
る
と
さ
え
極
言
し
て
い
る
。

　
　
以
上
諾
規
定
を
中
心
と
し
て
普
通
教
育
に
お
け
る
「
歴
史
」
の
地
位
の
推
移
を

み
た
の
で
あ
る
が
も
明
ら
か
に
明
治
十
二
、
三
年
頃
を
境
と
し
て
葛
慶
史
教
育
の

位
置
は
一
変
し
セ
し
か
も
そ
の
性
質
ま
で
も
激
変
す
る
に
至
つ
た
。
慶
史
が
小
学

，
校
教
育
と
し
て
独
立
の
飽
位
を
与
え
ら
れ
た
の
は
、
教
育
令
制
定
以
後
の
こ
と
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
餅

あ
り
、
そ
れ
以
前
は
実
質
的
に
み
て
独
立
教
科
と
し
て
の
騒
史
科
は
存
在
し
な
か

つ
た
と
言
つ
て
よ
い
、
そ
れ
に
も
か
㌧
わ
ら
す
極
め
て
素
朴
な
形
態
の
も
と
に
、

騒
史
そ
σ
も
の
と
し
て
奪
重
さ
れ
、
魔
史
的
教
育
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
は
注
目

す
べ
ぎ
こ
と
土
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
然
る
に
騒
史
が
独
立
教
科
と
し
て
の

地
位
を
与
え
ら
れ
る
や
バ
明
治
十
四
年
の
小
学
狡
教
則
綱
領
に
よ
つ
て
芯
騒
史
科

は
日
本
騒
史
に
隈
定
さ
れ
る
と
共
に
も
極
め
て
国
樺
的
立
場
を
採
る
こ
と
五
な
つ

た
。
こ
ふ
に
お
い
て
か
蟹
史
教
育
は
絶
対
主
義
国
家
ぺ
奉
仕
す
る
も
の
と
し
て
、

従
来
と
異
る
意
味
に
為
い
て
教
科
と
し
て
の
緬
値
を
認
め
ら
れ
る
こ
と
ふ
な
つ
た

が
為
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
さ
ら
に
後
述
す
る
で
あ
ろ
う
。

　
窪
　
⑭
　
犬
久
保
利
謙
氏
「
近
世
に
於
げ
る
歴
史
教
育
」
（
本
郵
史
学
史
論
叢
下
巻
所
収
）

　
　
二
一
四
一
頁

1
②
－
高
橘
俊
乗
氏
、
目
本
教
育
文
化
史
五
一
五
頁

③
京
都
小
掌
五
十
年
誌
参
照

④
　
京
都
小
学
三
十
年
史
参
照

⑥
　
藤
原
喜
代
藏
馬
、
明
治
大
正
昭
和
教
育
懸
想
学
説
人
物
史
さ
第
一
巻
　
二
壼
頁

⑥
京
都
府
誌
参
照

⑦
⑧
昌
本
教
育
史
資
料
第
一
巻
参
照
セ
全
書
第
二
巻
に
は
明
治
囚
隼
開
枚
の
徳
島
藩

　
　
の
小
学
校
の
学
科
目
を
掲
げ
て
い
る
が
喝
静
闘
藩
の
場
合
土
金
く
同
様
芯
あ
る

⑳⑲⑲⑳⑯⑮⑲⑲⑲⑳⑭⑨⑳

な
お
議
釈
聴
聞
と
あ
る
の
は
修
身
の
こ
と
で
あ
る
・

遠
山
茂
樹
氏
、
明
治
維
新
第
四
章
第
四
節
参
照

明
給
以
降
教
育
制
度
発
達
史
第
一
巻
二
八
三
、
二
八
四
頁

前
掲
書
三
九
八
頁
　
　
　
四
一
九
頁

海
後
宗
臣
氏
、
学
制
七
十
年
史
参
照

海
後
氏
、
前
掲
書
参
照

東
京
文
理
科
大
掌
東
京
高
等
師
範
学
校
「
創
立
六
十
隼
」
参
照

出
雲
市
誌
六
六
九
頁

京
郡
府
誌
及
び
京
都
小
学
三
十
隼
史
参
照

前
掲
書
「
創
立
六
十
年
」
参
照

明
治
以
降
教
育
制
度
発
達
史
第
一
巻
二
八
五
頁

前
掲
書
第
一
巻
及
び
学
制
五
十
年
史
参
照

時
野
谷
勝
氏
滝
「
教
育
令
撤
定
の
歴
史
的
背
景
」
（
開
国
頁
年
記
念
明
治
文
化
史

論
集
所
収
）
参
照

西
村
茂
樹
、
「
国
家
道
徳
論
」
（
泊
翁
叢
書
第
一
輯
所
収
）
一
六
六
頁

婁
セ
教
科
書
よ
り
み
た
る
騒
吏
教
育

　
明
治
初
期
既
に
一
部
に
は
騒
史
の
研
究
並
に
編
纂
が
着
手
さ
れ
る
と
共
に
、
封

』
懲
史
学
に
対
す
る
銑
い
批
判
が
行
わ
れ
て
い
る
。
明
治
二
年
修
史
の
詔
勅
が
下
さ

れ
て
史
局
が
講
置
さ
れ
も
こ
㌧
に
薪
し
い
騒
史
学
建
設
の
た
め
の
修
史
事
業
が
は

じ
ま
つ
た
。
か
く
て
現
わ
れ
た
慶
史
学
界
の
新
傾
同
は
、
極
め
て
概
括
的
な
言
葉

で
は
あ
る
が
、
修
史
局
を
申
心
と
す
る
考
証
奥
学
派
と
福
沢
諭
吉
、
田
口
卯
吉
等

に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
る
文
明
史
派
と
の
二
大
潮
流
で
あ
つ
た
。
こ
れ
ら
は
共
に
封

建
史
学
に
批
判
青
加
え
竜
科
学
的
魔
史
学
の
鐘
該
に
努
め
淀
の
で
あ
る
が
も
殊
に

文
明
史
派
の
人
達
は
従
来
の
魔
奥
を
批
判
し
て
、

　
　
都
て
こ
れ
ま
で
｝
本
に
行
は
る
ム
墜
史
は
唯
尊
貴
の
系
図
を
謹
索
す
る
も
の



67

　
　
歎
或
は
君
臣
有
司
の
得
失
を
論
す
る
も
の
歎
或
は
戦
争
勝
敗
の
詰
を
記
し
て

　
　
講
釈
師
の
軍
談
に
類
す
る
も
の
歎
大
低
是
等
の
箇
条
よ
り
外
な
ら
す
稀
に
政

　
　
府
に
関
係
せ
ざ
る
も
の
あ
れ
，
ば
虚
誕
妄
説
の
み
亦
見
る
に
足
ら
す
、
概
し
て

　
　
云
へ
ば
、
日
本
国
の
騒
史
は
な
く
し
て
日
本
政
府
の
魔
史
あ
る
の
み
、
学
者

　
　
の
不
注
意
に
し
て
国
の
一
大
嵌
典
と
云
う
可
し
：

　
　
　
誌
①

と
述
べ
て
い
る
、
論
の
当
否
は
兎
も
角
と
し
て
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
㌧
に
薪
時
代
の

歴
史
観
の
一
端
を
看
取
し
う
る
と
共
に
洩
ま
た
文
明
史
派
の
立
場
を
う
か
が
う
こ

と
が
で
き
る
。
か
ふ
る
二
つ
の
潮
流
以
外
に
佃
等
他
の
も
の
が
な
か
つ
た
の
で
は

な
い
、
な
お
依
然
と
し
て
大
日
本
史
、
日
本
外
史
等
の
系
統
を
ひ
く
騒
史
救
述
が

な
さ
れ
て
い
た
。
か
ふ
る
慶
史
学
界
の
薪
傾
向
に
も
か
か
わ
ら
す
、
歴
史
の
教
材

と
し
て
提
供
さ
れ
た
も
の
は
、
多
く
は
前
代
の
系
統
を
ひ
く
慶
史
書
で
あ
つ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
註
②

「
こ
れ
は
未
だ
適
当
な
小
学
校
教
科
書
が
出
版
せ
ら
れ
て
い
な
い
当
時
に
お
い
て
」

己
む
を
得
ぬ
こ
と
と
は
い
う
も
の
の
、
ま
た
一
面
に
お
い
て
当
時
の
為
政
者
の
騒

史
教
育
観
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
儒
教
的
遺
徳
史
観
に
た
つ
騒
史
書

こ
そ
蕊
，
教
科
書
と
し
て
適
当
な
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
、

　
さ
て
当
時
の
騒
史
教
科
書
を
概
観
す
る
に
、
凡
そ
二
つ
の
傾
向
が
認
め
ら
れ
る

そ
の
；
は
前
代
に
嚢
さ
れ
姦
山
陽
の
日
本
外
史
一
壌
八
霜
τ
本
政

記
一
謙
刊
一
岩
垣
警
の
国
羅
一
鑑
刊
一
青
山
筆
の
轟
器
轟
刊
一

等
の
歴
史
書
で
あ
り
、
他
の
一
つ
は
緯
薪
以
後
教
科
書
的
意
図
を
以
て
箸
訳
さ
れ

た
文
部
省
の
史
酪
善
西
村
茂
樹
の
万
国
史
略
等
の
類
で
あ
る
。
頼
山
陽
の
日
本
外

史
及
び
月
本
政
記
は
、
教
科
書
と
し
て
著
わ
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
が
、
最
く
広

く
流
布
し
教
科
書
と
し
て
も
盛
ん
に
用
い
ら
れ
た
。
国
史
路
以
下
の
書
は
、
先
づ

教
科
書
的
意
図
の
も
と
に
著
作
さ
れ
た
ム
の
と
み
て
よ
い
α
か
＼
ゑ
剛
代
の
歴
史

書
が
小
学
校
乃
至
中
等
学
校
の
教
材
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
当
時
の

歴
史
教
育
の
実
情
を
知
る
上
に
見
逃
す
こ
と
の
で
き
な
い
間
題
で
あ
る
。
な
ぜ
な

ら
ば
教
科
書
を
教
え
る
こ
と
を
以
て
、
教
育
の
第
一
義
的
の
も
の
と
考
え
ら
れ
て

い
た
当
時
に
牽
つ
て
は
、
こ
れ
ら
教
科
書
の
著
者
の
戯
述
態
度
は
、
直
ち
に
被
教

育
者
の
人
間
形
威
の
う
え
に
影
響
す
る
と
こ
ろ
多
大
な
る
も
の
が
あ
つ
た
か
ら
で

あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
当
時
の
魔
史
教
育
が
如
何
な
る
も
の
で
あ
つ
た
か
を
み
＝
る
た
め
に
為

こ
れ
ら
慶
史
書
の
著
者
た
ち
の
思
想
傾
向
並
に
微
述
の
態
度
に
つ
い
て
プ
瞥
し
よ

う
。
周
知
の
如
＜
山
陽
は
儒
者
と
し
て
一
生
の
カ
を
尽
し
、
特
に
史
学
と
文
章
を

以
て
自
己
．
の
本
領
と
し
壱
そ
の
著
日
本
外
史
及
び
日
本
政
記
は
史
論
を
主
と
せ
る

　
　
　
註
③

も
の
で
あ
つ
た
。
国
史
酪
の
著
者
岩
垣
松
苗
は
、
学
統
よ
り
す
れ
ば
古
註
派
で
あ

る
が
竜
－
国
史
皓
の
殺
述
態
度
は
大
日
本
史
の
史
風
の
影
響
を
受
け
た
も
の
と
み
ら

牝
て
い
る
。
青
山
延
干
は
水
戸
藩
の
儒
者
で
竜
大
日
本
史
の
編
纂
仁
蘭
与
し
、
自
ら

神
砥
志
六
巻
を
撰
し
て
い
る
こ
と
か
ら
し
て
も
、
そ
の
学
風
、
思
想
傾
向
が
察
卸

　
　
註
④

さ
れ
、
よ
う
。
し
か
■
も
国
史
絡
と
皇
朝
史
略
は
簡
単
な
編
年
史
で
あ
る
が
杉
句
れ
も

大
日
本
史
風
の
論
賛
が
加
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
こ
れ
ら

教
科
書
の
絃
述
に
み
ら
れ
る
支
配
的
傾
向
は
㌔
古
今
の
政
治
的
興
亡
の
大
勢
論
ξ

こ
れ
に
対
す
る
史
論
で
あ
る
。
そ
の
犬
勢
諭
な
る
も
の
は
為
夫
日
本
史
の
舷
述
を
一

無
批
判
に
祖
述
せ
る
儒
教
的
遣
徳
史
観
の
濃
厚
な
る
も
の
で
あ
つ
た
。
い
ま
そ
の

大
勢
論
の
一
端
を
み
る
に
、
平
安
朝
の
末
期
外
戚
の
弊
に
よ
り
王
政
衰
え
、
武
門

趨
つ
て
政
権
を
掌
握
し
、
、
建
武
の
申
興
が
失
敗
に
帰
す
る
や
、
政
権
再
び
足
利
の

手
に
移
り
、
．
さ
ら
に
織
田
豊
臣
二
氏
の
時
代
ど
経
て
、
、
途
に
徳
川
氏
に
帰
し
た
と

　
　
　
詮
⑤

い
う
の
で
あ
る
。
、
そ
し
て
徳
川
政
権
を
肯
定
し
芯
現
代
史
（
徳
川
時
代
史
）
を
除
外



蘭

し
て
い
る
の
。
が
そ
の
特
異
な
る
点
で
あ
る
。

　
前
代
よ
ψ
継
受
せ
る
こ
れ
ら
歴
史
書
が
現
代
史
を
省
皓
し
た
こ
と
は
致
命
的
の

欠
陥
で
池
柳
閏
国
勇
氏
が
「
七
十
年
前
の
児
童
の
教
科
書
は
、
国
史
略
で
も
皇
朝

史
略
で
も
来
す
ぺ
て
後
陽
威
天
皇
御
字
の
初
年
も
部
ち
江
戸
將
軍
任
命
を
以
て
終

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
詮
⑥

つ
て
い
た
し
か
ら
、
こ
れ
が
た
め
に
「
我
々
の
興
味
は
室
に
動
い
て
い
た
」
と
当

時
を
遠
懐
し
て
芯
そ
の
騒
史
教
育
に
批
判
を
加
え
ら
れ
た
の
は
当
然
で
あ
る
。
ク

ロ
ー
チ
ェ
の
「
凡
て
の
真
の
歴
史
は
現
代
の
歴
史
で
あ
る
。
し
と
い
う
近
代
的
歴

史
観
か
ら
は
樫
遠
い
も
の
が
あ
づ
た
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
当
時
の
魔
史

乃
至
魔
史
教
育
が
治
乱
興
亡
の
あ
と
を
淀
す
ね
て
、
そ
の
利
害
得
失
を
明
ら
か
に

す
る
を
以
て
目
的
と
せ
る
こ
と
は
、
皇
朝
史
略
の
序
文
に
涼

　
　
夫
史
者
所
以
辮
得
失
明
是
非
也
、
無
史
則
已
萄
有
史
則
使
是
非
得
衆
治
乱
興

　
　
衰
之
述
瞭
然
於
巻
冊
之
間
庶
乎
可
以
為
良
夫
也
。

と
あ
る
ご
と
よ
σ
み
て
も
明
ら
か
で
あ
る
③
こ
こ
で
利
害
得
失
を
論
す
る
史
論
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
註
⑦

原
理
と
な
る
の
は
芯
大
久
保
利
謙
氏
の
指
摘
さ
れ
た
如
く
、
儒
教
道
徳
で
あ
り
、

徳
川
封
建
時
代
の
魔
史
教
育
の
目
穣
は
竜
儒
学
に
学
ん
だ
と
こ
ろ
を
以
て
歴
史
を

解
す
る
に
あ
つ
た
、
－
か
ふ
る
前
代
の
慶
史
教
育
観
が
前
記
歴
史
書
を
貫
い
て
流
れ

て
い
る
清
神
で
あ
る
。
－
緯
薪
後
著
作
の
魔
史
教
科
書
に
ぼ
諭
賛
こ
合
除
か
れ
た
も

の
の
、
な
お
か
つ
吏
論
を
行
う
風
の
絶
え
な
か
つ
た
こ
と
は
、
新
見
吉
治
博
士
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
誼
⑥

説
か
れ
て
い
る
と
ご
ろ
で
あ
る
。
騒
史
的
批
判
は
匿
史
教
育
に
お
い
て
極
め
て
重

要
な
意
味
を
も
づ
も
の
で
は
あ
る
が
、
間
題
は
鰭
教
遣
徳
を
基
準
と
し
て
魔
史
を

論
じ
、
こ
れ
を
説
明
せ
ん
と
し
だ
点
に
珍
る
、
■
騒
史
鮒
批
判
が
遺
徳
に
従
属
せ
し

め
ら
れ
て
い
る
隈
り
、
慶
史
的
真
偽
は
明
確
に
さ
れ
な
い
と
青
つ
て
よ
い
¢

　
以
上
前
代
著
作
の
教
科
書
を
通
じ
て
当
時
の
教
育
内
容
の
一
端
む
考
察
レ
た
の

で
あ
る
が
喰
’
次
に
維
薪
援
刊
行
の
教
科
書
の
検
諦
へ
と
急
が
ね
ば
な
ら
な
伽
。
緯

薪
後
著
訳
の
教
科
書
は
ま
こ
と
に
多
種
多
様
竜
日
本
衷
あ
り
、
支
那
史
あ
り
、
．
万

国
史
あ
り
と
い
う
有
様
で
、
ー
し
か
も
餓
述
の
内
容
、
体
裁
に
至
つ
て
は
精
粗
繁
簡

さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
。
こ
れ
ら
教
科
書
の
大
部
分
は
国
史
賂
、
皇
朝
史
略
の
系
統
老

ひ
く
簡
単
な
編
年
史
で
篭
既
威
書
の
祖
述
の
範
囲
を
伯
で
な
か
つ
淀
。
し
か
し
形
■

式
に
お
い
て
は
幾
多
の
薪
鮮
味
が
加
え
ら
れ
、
従
来
必
す
附
さ
れ
て
い
た
諭
賛
が

除
か
れ
て
簡
明
に
事
実
の
記
述
を
主
と
し
た
こ
と
竜
及
び
難
解
な
漢
文
を
平
易
な

仮
名
交
り
文
に
改
め
た
こ
と
、
さ
ら
に
僅
か
な
が
ら
も
挿
絵
、
地
図
等
を
取
り
入

れ
淀
と
と
等
の
諾
点
に
そ
の
進
歩
が
認
め
ち
れ
る
。
こ
れ
ら
の
特
色
は
従
来
の
魔

史
が
遣
学
の
具
と
し
て
も
儒
学
の
附
随
的
立
場
に
あ
つ
庭
の
に
仮
し
て
杉
平
易
に

展
史
事
実
を
知
ら
し
め
る
と
い
う
傾
向
を
示
す
も
の
で
あ
り
為
セ
の
て
と
は
す
な

‘
わ
ち
歴
史
の
儒
学
よ
り
の
解
放
を
意
味
す
る
、
し
か
し
な
が
ら
か
ふ
る
形
式
上
の

進
歩
に
も
か
か
わ
ら
す
滝
こ
れ
ら
教
科
書
の
内
容
に
至
つ
て
は
、
．
到
底
新
時
代
の

歴
史
教
育
の
資
士
し
て
、
永
く
そ
の
任
に
耐
え
得
る
も
の
で
は
な
か
つ
た
。

　
い
ま
明
治
初
期
の
代
表
的
・
教
科
書
と
し
て
、
最
も
廣
べ
行
わ
れ
淀
も
の
の
命
を

み
て
も
滝
先
づ
日
本
史
関
係
の
略
の
と
し
，
て
は
、
南
摩
綱
紀
「
内
国
史
略
」
四
巻

　
（
明
治
五
年
）
文
部
省
「
史
絡
し
四
巻
（
明
治
五
年
）
笠
間
益
三
「
日
本
路
史
」

四
巻
（
明
治
六
年
）
岩
垣
先
生
編
次
「
国
史
略
」
五
巻
（
明
治
八
年
）
木
村
正
辞

百
露
雀
二
巻
一
明
治
八
年
一
棚
谷
元
蓋
一
「
腎
史
髪
一
士
一
巻
一
明
茸

年
一
笠
間
糞
二
轟
某
監
」
四
巻
，
扇
治
孝
一
伊
碧
墨
「
小
首
本

史
皓
」
二
巻
（
明
治
十
二
年
）
石
村
貞
一
「
小
学
目
本
魔
史
」
三
巻
（
明
治
十
囚

年
）
川
島
梅
杵
「
腋
古
今
紀
要
」
四
巻
（
明
治
十
四
年
）
等
が
あ
る
。
外
国
史
関

　
　
　
　
　
　
　
亥

係
の
も
の
と
し
て
は
、
箕
作
麟
祥
「
万
国
新
史
』
十
八
巻
（
明
治
四
年
）
寺
内
章
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明
訳
「
五
洲
記
事
」
六
巻
（
明
治
四
年
）
西
村
茂
樹
「
万
国
史
路
」
十
一
巻
（
明

治
葦
）
一
鑑
議
一
「
万
国
鑓
二
巻
（
明
治
七
年
）
牧
山
撃
訳
・
粕
万
国

．
史
」
二
巻
（
明
治
十
年
）
等
が
あ
る
。
そ
の
赦
述
の
体
裁
は
既
に
述
べ
た
如
く
簡

単
な
編
年
史
で
、
忠
実
に
史
実
む
い
記
し
て
い
る
し
と
が
特
徴
で
あ
る
。
試
み
に
文

部
省
の
史
路
を
み
る
に
、

　
　
　
第
十
代
崇
神
天
皇
と
申
す
開
化
天
皇
の
御
子
也
天
皇
敬
神
の
意
厚
く
し
て
天

　
　
　
照
大
神
を
倭
の
笠
縫
邑
に
移
し
国
埼
の
杜
を
定
め
叉
四
遺
將
軍
を
置
て
戎
夷

　
　
　
を
平
ら
く
○
第
十
一
代
垂
仁
天
皇
と
申
す
崇
神
天
皇
の
御
子
な
り
此
御
代
に

　
　
　
天
照
大
御
神
を
倭
姫
命
に
託
し
伊
勢
国
五
十
鈴
川
上
に
鎭
奉
る
今
の
皇
太
神

　
　
　
宮
是
な
り
　
　
　
　
　
　
－
ヨ
　
　
　
　
　
　
　
　
、
’

士
記
1
さ
れ
、
歴
代
天
皇
の
事
績
を
中
心
に
γ
そ
の
間
に
史
実
を
織
り
交
ぜ
て
い
る
、

笠
間
益
三
の
目
本
賂
史
は
そ
の
翌
年
の
刊
行
で
あ
る
が
、
そ
の
記
述
の
内
容
は
、

　
　
　
元
年
醇
骨
襲
蚕
驚
ノ
實
窪
ズ
是
ヨ
ー
先
キ
箪
島
高
千
穂

ノ
宮
ユ
在
リ
是
時
西
－
国
既
二
服
從
ス
ト
雌
モ
東
国
未
夕
平
定
セ
ズ

此
二
至
テ
尽
ク
大
和
ヲ
平
ケ
都
ヲ
定
メ
逮
二
位
二
帥
ク

（
中
，
路
）

　
　
七
ポ
六
嘉
三
臭
憲
ス

　
　
八
十
年
管
月
簿
蚕
窪
ス
都
ヲ
葛
慕
一
警
局
丘
ノ
官
ト
号
ス

と
あ
る
が
如
く
簡
単
な
編
年
体
で
あ
る
。
木
村
正
辞
の
日
木
略
史
惇
甫
摩
綱
紀
の

内
国
史
絡
、
小
林
虎
三
郎
の
小
学
国
史
等
み
な
同
様
の
形
式
で
、
そ
の
多
く
は
目
’

本
史
を
神
代
と
人
皇
と
に
分
け
、
－
人
皇
は
神
武
天
皇
、
綴
靖
天
皇
、
安
寧
天
皇
と

順
を
遺
い
、
各
天
皇
の
条
で
ま
た
年
月
の
順
に
史
実
を
述
べ
て
小
る
。
一
見
し
て
1

有
り
し
ま
．
壷
の
こ
と
を
年
代
順
に
記
し
た
も
の
セ
あ
り
、
そ
こ
に
は
伺
等
史
実
の

取
捨
選
択
も
批
判
も
加
え
ら
れ
て
い
な
い
か
．
の
感
を
抱
か
せ
る
。
稲
富
栄
次
郎
博

士
が
「
歴
代
天
皇
の
順
位
セ
毛
し
く
は
年
号
の
順
を
遣
う
て
史
実
を
羅
列
し
た
簡

　
　
　
註
⑨
1

，
単
な
編
年
史
」
で
あ
る
と
評
さ
れ
て
い
る
の
は
正
し
い
。
し
か
し
当
時
の
展
史
書

が
治
乱
興
亡
、
制
度
沿
革
の
大
勢
を
概
観
す
る
に
、
編
年
体
の
形
式
に
よ
つ
た
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
註
⑭

と
1
は
ア
般
的
傾
向
で
あ
り
、
－
こ
れ
ら
致
科
書
の
記
述
は
そ
の
反
映
と
み
る
べ
き
で

あ
ろ
う
。

　
次
に
外
国
史
の
教
科
書
を
み
る
に
、
阜
、
の
代
表
的
の
も
の
の
一
つ
は
文
部
省
の

史
略
で
あ
る
。
同
書
の
第
一
巻
は
神
代
よ
り
今
上
天
皇
に
至
る
日
本
歴
史
の
大
要

，
を
述
べ
、
第
二
巻
は
太
古
よ
り
今
帝
に
至
る
支
那
史
の
大
略
を
絞
述
し
、
第
三
、

四
巻
は
太
古
よ
ケ
近
代
ア
メ
リ
カ
に
至
る
西
洋
史
の
概
略
を
敢
扱
つ
て
い
る
。
な

お
当
時
の
歴
史
書
に
は
万
国
史
と
い
う
叙
述
の
一
形
式
が
あ
り
、
こ
れ
は
米
人
グ

ツ
ド
リ
ツ
チ
の
万
国
史
（
Ω
◎
◎
宇
げ
げ
一
留
二
的
べ
、
ω
O
◎
冒
嘗
◎
⇔
⑫
◎
げ
◎
巳
贈
涼
叶
凄
く

◎
怖
冷
げ
Φ
オ
身
崖
i
＞
里
g
旨
㌫
－
飼
ポ
↓
g
｝
良
↓
げ
Φ
詞
◎
二
戸
的
賞
◎
w
Φ
目
叶
津
⇔
｛
冒
Q

宗
昌
一
岡
黛
ま
Φ
q
器
鼠
Q
り
・
ぎ
Q
－
碗
二
c
。
曽
）
及
び
英
人
ス
ウ
イ
ン
ト
ン
の
万
国

史
（
Q
Q
弐
暮
g
、
一
◎
鼻
－
爵
良
亭
Φ
葛
g
屋
饒
家
◎
争
一
轟
辻
）
等
喰
当
時
輸
入

さ
れ
た
世
界
史
の
形
式
を
模
し
た
も
σ
で
あ
る
。
こ
∫
に
い
う
万
国
史
と
は
日
本

五
除
い
た
講
国
σ
歴
史
を
指
す
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
「
万
国
史
ト
称
ス
ト
難
モ
、

呆
ノ
部
ノ
如
キ
一
、
之
ヲ
別
揚
シ
テ
、
此
中
一
裂
ズ
」
轟
嫡
騒
襲
望

と
あ
る
こ
と
に
よ
り
明
ら
か
で
あ
る
。
寺
内
章
明
の
五
洲
記
事
は
上
等
小
学
の
教

舟
書
と
し
て
用
ゲ
夷
笛
撃
訳
晶
万
墨
は
単
に
教
科
書
と
し
て
の
み

な
ら
す
喰
一
般
に
も
廣
く
流
布
さ
牝
た
。
そ
の
内
容
は
単
な
る
歴
史
書
で
は
な
く

各
国
の
風
土
、
風
俗
、
歴
史
、
文
化
等
に
わ
た
り
興
味
深
く
記
さ
れ
て
い
る
。
－
前

記
教
科
書
は
日
本
史
、
麦
郡
史
袴
ガ
国
史
等
種
類
の
異
な
る
に
従
い
為
そ
の
般
述

形
態
及
微
述
の
態
度
に
相
違
の
認
め
ら
れ
る
こ
と
は
青
う
ま
で
も
な
い
。
ζ
れ
ら
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が
薙
然
と
何
等
の
統
一
も
な
く
並
用
さ
れ
た
と
こ
ろ
に
陪
当
時
の
慶
輿
教
育
の
実

楓
を
見
う
る
の
で
あ
つ
て
竜
そ
れ
は
ま
た
明
治
初
期
の
教
育
の
実
態
で
も
あ
つ
だ
、

明
治
五
年
の
「
学
制
し
が
直
接
に
志
向
す
る
人
民
の
文
明
化
と
い
う
の
は
、
こ
牝

を
歴
史
教
育
に
つ
い
て
み
淀
場
合
、
そ
れ
は
万
国
史
の
教
育
を
取
入
れ
る
樫
度
の

こ
と
に
遇
ぎ
な
か
つ
た
全
冒
つ
て
よ
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
外
国
史
の
教
育
に
よ
り
、

児
童
生
徒
の
人
生
観
棋
界
観
の
形
蔵
に
資
す
る
と
こ
ろ
極
め
て
大
な
る
も
の
が
あ

つ
た
か
ら
で
あ
る
◎
　
　
　
　
，

　
一
般
に
教
科
書
は
教
育
の
内
容
と
方
法
を
決
定
す
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。
前
述

し
た
と
こ
ろ
に
よ
り
竜
当
時
の
教
育
内
容
は
ぼ
ぼ
明
ら
か
に
な
つ
た
と
恩
う
の
で
、

さ
ら
に
慶
史
教
育
の
方
法
の
間
題
に
諭
及
し
だ
い
。
教
科
書
を
申
心
と
し
て
考
察

を
進
め
る
関
係
上
方
法
論
に
欠
階
の
あ
る
こ
と
ぼ
冤
れ
ぬ
が
、
し
か
し
教
科
書
は

そ
の
実
態
に
近
い
も
の
を
示
し
て
い
る
も
の
と
考
え
る
、
緯
新
当
初
の
慶
史
が
「
句

読
」
「
読
物
し
等
の
教
科
の
中
に
包
含
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
セ
既
に
明
ら
か
に
し

た
と
ご
ろ
で
あ
る
が
、
こ
の
こ
と
は
当
時
の
歴
史
教
育
が
読
む
こ
と
を
主
眼
と
し

て
い
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
し
て
史
実
を
暗
調
し
記
億
す
る
こ
と
を
以
て
、
魔

史
教
育
の
方
法
と
し
て
最
も
重
ん
ぜ
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
竜
次
の
言
葉
に
よ
つ
て

明
ら
か
で
あ
ろ
う
』
す
な
わ
ち
当
時
の
教
科
書
の
例
言
に
悩
「
此
書
幼
童
を
し
て

霧
せ
し
む
こ
と
菱
す
驚
簡
髪
旨
と
し
す
べ
て
省
略
窪
ふ
」
一
一
畿
士

と
述
べ
ら
れ
鳥
或
は
ま
牟
「
我
邦
ノ
史
書
乏
シ
キ
ュ
一
非
ス
但
記
載
潜
瀞
ナ
ル
ヲ
以

テ
童
蒙
初
学
毎
二
記
憾
3
便
ナ
ラ
サ
ル
ヲ
苦
ム
故
二
今
務
テ
繁
ヲ
捨
テ
要
ヲ
取
リ

滑
乱
興
廃
ノ
大
意
ヲ
得
ζ
ト
ヲ
欲
ス
」
一
嬰
蟹
言
記
さ
れ
竜
さ
ら
に
「
奥

ハ
椎
事
ノ
変
遷
ヲ
知
ル
ヲ
以
テ
要
ト
為
ス
、
故
二
鱈
頭
塁
間
胃
ヲ
揚
ケ
、
耐
シ
テ

事
物
ノ
始
リ
ト
世
勢
ノ
変
ト
ヲ
酪
記
ス
、
乞
フ
童
生
善
ク
之
ヲ
晴
ン
ジ
善
ク
其
智

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鍵

ヲ
変
セ
ン
コ
ト
ヲ
」
と
あ
る
、
ま
た
松
浦
果
述
の
小
学
国
史
路
（
明
治
十
年
刊
）
は

七
五
調
の
歌
詞
を
以
て
晴
講
し
易
く
記
述
さ
れ
て
い
る
。
明
治
二
十
年
文
部
省
が

小
学
校
用
魔
史
教
科
書
の
原
稿
募
集
を
し
た
際
、
そ
の
趣
意
書
の
末
尾
に
竜
「
児

童
の
教
育
に
在
て
は
騒
史
を
講
習
す
る
の
際
自
然
に
尊
王
愛
国
の
借
感
を
養
蔵
せ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
註
⑲

し
む
る
の
必
要
を
忘
る
べ
か
ら
す
云
庚
し
と
記
し
て
い
る
が
洛
こ
の
教
科
書
を
調

習
す
る
と
い
う
方
法
が
池
匿
史
教
育
の
主
た
る
学
習
法
で
あ
つ
た
。

　
従
つ
て
学
習
の
効
果
を
判
定
す
る
に
も
、
記
億
の
程
度
を
見
る
こ
と
を
主
と
し

前
記
艦
頭
日
本
史
絡
の
上
欄
に
記
さ
れ
た
る
問
目
の
如
き
も
兎
全
く
史
実
の
記
億

を
試
み
る
も
の
の
み
と
言
つ
て
よ
い
。
例
え
ば
、
桓
武
天
皇
の
条
に
つ
い
て
み
る

に
、
「
桓
武
帝
元
年
如
佃
」
「
四
年
何
事
カ
ア
ル
」
「
最
澄
何
ヲ
カ
造
ル
」
「
国
都

《
如
何
」
と
い
う
類
で
あ
る
、
明
治
十
年
代
に
入
つ
て
歓
米
の
教
育
学
説
の
影
響

を
受
け
冶
一
般
講
教
科
の
教
育
法
は
、
晴
謂
の
み
を
墓
礎
と
す
る
古
い
教
育
法
か

ら
観
察
、
恩
考
、
実
証
を
重
ん
す
る
開
発
主
義
の
教
育
へ
と
進
ん
だ
が
も
慶
史
の

教
育
法
は
依
然
と
し
て
変
る
と
こ
ろ
が
な
か
つ
た
、

謹

①
福
沢
諭
吉
喝
文
明
論
之
概
酪
市
巻
之
五
（
岩
波
文
庫
本
一
六
八
頁
）
西
村
茂
樹
も
こ

　
れ
と
ほ
父
同
様
の
意
見
を
述
ぺ
噛
「
本
邦
の
国
史
は
曜
帝
王
絶
と
称
す
も
の
に
し

　
て
、
国
史
と
す
べ
き
老
に
非
ず
云
々
」
と
言
っ
て
い
る
、
（
泊
翁
叢
警
四
七
九
頁
）

②
伸
　
新
氏
　
近
代
教
科
書
の
成
立
噛
二
一
頁

③
申
山
久
四
郎
博
土
「
目
本
儒
着
頼
山
陽
の
史
学
」
（
本
邦
史
学
史
論
叢
下
巻
所
収
）

　
参
照

④
大
目
本
人
名
辞
警
、
国
史
辞
典
参
照

⑥
犬
久
保
利
謙
武
竜
「
近
棋
に
於
げ
る
歴
史
教
育
」
（
本
郵
史
学
史
論
叢
下
巻
豚
収
）

　
参
照

⑥
柳
囲
国
男
氏
、
÷
慶
史
教
育
に
つ
い
て
」
（
勺
改
造
」
昭
和
二
十
八
隼
一
月
号
所
載
）

　
参
照

⑦
大
久
保
氏
憎
前
掲
論
文
参
照
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⑧
新
見
吉
治
博
土
、
騒
史
教
育
論
一
五
八
頁
－
ニ
ハ
八
頁

⑨
島
根
大
学
附
属
図
書
籠
所
藏
の
騒
史
教
科
書
類
及
び
伸
新
氏
著
「
近
代
教
科
書
の

　
成
立
」
等
参
照

⑲
稲
富
栄
次
郎
博
土
、
明
治
初
期
教
育
思
想
の
研
究
、
ご
〇
五
頁

⑩
大
久
保
利
謙
氏
“
「
島
溝
家
編
纂
皇
朝
世
鑑
と
明
治
初
期
の
修
史
事
業
し
（
史
学

　
雑
誌
第
五
十
編
第
十
二
号
所
載
）
蓼
照

⑲
新
見
吉
治
博
土
噌
杜
会
科
の
た
め
の
歴
史
教
育
二
九
頁

鰯
、
魔
史
科
の
蝿
立
ご
そ
の
思
想
的
背
景

　
「
学
制
」
に
よ
る
明
治
初
期
の
初
等
教
育
に
お
い
て
は
惰
実
質
的
に
み
て
歴
史

科
は
未
だ
独
立
教
科
と
し
て
の
地
位
を
認
め
ら
れ
て
い
な
い
。
と
こ
ろ
が
明
治
十

二
年
の
教
育
令
制
定
の
際
、
漸
く
に
し
て
独
立
教
科
と
し
て
の
展
史
が
存
在
す
る

こ
と
と
な
つ
た
。
こ
れ
は
「
唯
政
府
深
ク
意
ヲ
留
ム
ヘ
キ
所
ノ
者
、
歴
史
文
学
慣

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
註
①

習
言
語
ハ
ー
国
体
ヲ
組
織
ス
ル
ノ
元
素
ナ
リ
、
宜
シ
ク
之
ヲ
愛
護
ス
」
べ
き
で
あ
る

と
す
る
政
府
首
脳
者
の
意
見
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
や
が
て
十
三
年
に
は
改
正
教

育
令
が
制
定
さ
れ
、
十
囚
年
五
月
に
は
小
学
校
教
育
綱
領
の
公
布
を
み
た
、
そ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
註
②

に
よ
る
と
歴
史
科
は
次
の
如
く
定
め
ら
れ
て
い
る
。

　
第
十
五
条
　
匿
史
　
歴
史
ハ
中
等
科
二
至
ツ
テ
之
ヲ
課
シ
、
日
本
歴
史
二
就
テ

　
　
建
国
ノ
体
制
　
神
武
天
皇
ノ
帥
位
　
仁
徳
天
皇
ノ
勤
倹
　
延
喜
天
暦
ノ
政
績

　
　
源
平
ノ
盛
衰
　
甫
北
朝
ノ
両
立
　
徳
川
氏
ノ
治
績
　
王
政
復
古
等
緊
要
ノ
事

　
　
実
其
他
古
今
人
物
ノ
賢
否
風
俗
ノ
変
更
等
ノ
大
要
ヲ
授
ク
ヘ
シ
，
凡
歴
史
ヲ

　
　
授
ク
ル
ニ
〈
努
メ
テ
生
徒
ヲ
シ
テ
沿
革
ノ
原
因
結
果
ヲ
一
了
解
ヤ
シ
メ
殊
二
尊

　
　
王
愛
国
ノ
志
気
ヲ
養
蔵
セ
ジ
コ
ト
ヲ
要
ス

　
こ
の
小
学
狡
教
則
綱
領
に
示
さ
れ
た
内
容
に
つ
い
て
注
意
す
べ
き
こ
と
ぼ
、
小

学
校
の
歴
史
は
外
国
史
を
廃
し
日
本
魔
史
の
み
に
隈
ら
れ
淀
こ
と
、
及
び
魔
衷
教

育
の
目
標
が
尊
王
愛
国
の
精
神
の
濁
養
に
お
か
れ
た
こ
と
の
二
点
で
あ
る
。
こ
㌧

に
お
い
て
騒
史
は
名
実
共
に
独
立
教
科
と
し
て
の
地
位
を
確
保
し
、
そ
れ
は
修
身

教
育
と
共
に
そ
の
名
目
を
一
新
す
る
に
至
つ
た
。
こ
れ
は
ま
さ
に
封
建
的
儒
教
道

徳
と
の
結
合
を
意
味
す
る
も
の
で
、
学
制
に
よ
る
人
民
開
明
化
の
方
向
と
は
対
嫉

的
の
も
の
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
歴
史
教
育
の
か
㌧
る
遺
徳
的
国
樺
的
立
場
は

そ
の
後
長
く
一
貫
し
て
変
る
と
こ
ろ
な
く
、
十
九
年
の
小
学
校
令
発
布
、
二
十

四
年
の
小
学
校
教
則
大
綱
頒
布
忠
三
十
三
年
の
小
学
校
令
改
正
等
数
次
の
改
正
を

経
て
次
第
に
強
化
さ
れ
て
い
つ
た
。
歴
史
教
育
の
か
㌧
る
立
場
は
、
歴
史
を
奪
重

し
た
と
い
う
よ
り
も
寧
ろ
こ
れ
を
醗
使
し
た
も
の
と
言
う
べ
く
、
・
か
く
て
歴
史
教

育
は
絶
対
主
義
国
家
の
形
威
に
奉
仕
せ
し
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
つ
た
。
戸
」
こ
に
わ

れ
わ
れ
は
改
正
教
育
令
の
反
勅
性
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
と
こ
ろ
で
歴
史
致
育
が
独
立
教
科
と
し
て
の
地
位
が
与
え
ら
れ
る
と
共
に
、
遺

徳
的
国
樺
的
立
場
を
と
つ
て
反
動
性
を
示
し
た
こ
と
に
つ
い
て
、
わ
れ
わ
れ
は
如

何
に
理
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
先
づ
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
、
致

育
令
制
定
前
の
匿
史
教
育
の
実
惜
で
あ
る
。
明
治
十
年
四
月
文
部
大
書
記
官
九
鬼

隆
一
は
第
三
大
学
区
を
巡
硯
し
て
、
帖
「
歴
史
学
ハ
耐
会
古
今
ノ
景
況
二
適
シ
人
間

交
際
ノ
道
土
適
ス
ル
ニ
於
テ
ハ
至
要
タ
リ
ト
雛
山
間
僻
豚
ノ
貧
民
二
く
共
事
実
甚

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
註
③

遠
隔
ナ
ル
者
卜
云
ハ
垂
ル
ク
得
ス
」
と
言
つ
て
、
当
時
の
歴
史
教
育
が
一
般
廉
民

に
は
迂
遠
な
も
の
と
し
て
そ
の
欠
陥
を
指
摘
し
て
い
る
。
か
五
る
批
判
が
歴
史
教

育
に
つ
い
て
行
わ
れ
は
じ
め
た
頃
、
教
育
の
根
本
方
針
に
つ
い
て
の
論
争
が
政
府

首
脳
者
間
に
展
開
さ
れ
る
に
至
つ
た
、
即
ち
そ
れ
は
智
育
論
と
徳
育
論
と
の
抗
争

対
立
で
あ
る
。
徳
育
論
に
つ
い
て
先
づ
暴
初
の
波
紋
を
投
じ
為
国
家
主
義
が
教
育

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
註
④

案
践
の
面
に
そ
の
崩
芽
を
現
わ
し
た
、
の
は
も
元
田
永
孚
の
「
教
学
大
旨
」
に
超
因
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す
る
。
致
学
大
旨
は
明
帯
天
皇
が
明
治
十
一
年
秋
為
学
校
教
育
の
実
惜
を
視
察
せ

ら
れ
た
緒
果
に
基
づ
き
竜
国
民
教
育
の
方
針
を
寺
講
元
閏
永
孚
に
命
じ
て
記
述
せ

し
め
ら
れ
た
も
の
と
言
わ
れ
て
い
る
。
題
名
を
「
聖
旨
し
と
記
し
て
い
る
が
、
実

ぼ
元
田
が
自
已
の
教
育
意
見
を
聖
旨
に
よ
つ
て
権
威
づ
け
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は

そ
の
内
容
よ
り
み
て
も
推
定
さ
れ
る
、
家
永
三
郎
博
士
が
指
摘
さ
れ
た
如
く
葛
彼

は
侍
講
と
い
う
地
位
の
お
蔭
で
、
自
己
の
思
想
的
主
張
を
叡
旨
と
混
溝
せ
し
め
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
註
⑤

便
宣
を
そ
な
え
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
さ
て
教
学
大
旨
の
内
容
は
ち
儒
教
道
徳
が
教
学
の
中
心
た
る
べ
ぎ
で
あ
つ
て
鬼

西
洋
の
知
識
セ
才
芸
は
こ
れ
を
助
け
る
も
の
と
」
て
採
用
す
べ
き
で
あ
る
と
記
さ

れ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
末
尾
に
当
時
の
学
校
教
育
に
批
判
が
加
え
て
あ
る
。
す

な
わ
ち
農
商
の
子
弟
に
は
を
の
本
業
に
適
応
す
べ
き
学
科
が
あ
る
と
し
て
芯
彼
等

が
外
国
語
を
学
び
西
洋
文
化
を
取
り
い
れ
る
こ
と
は
室
諭
で
あ
る
と
し
て
斥
け
も

さ
ら
に
つ
じ
け
て
、

　
　
加
之
其
博
聞
二
誇
リ
長
上
ヲ
侮
リ
芯
果
官
ノ
妨
害
ト
ナ
ル
モ
少
カ
ラ
サ
ル
ヘ

　
。
シ
、
是
皆
教
学
ノ
其
遣
ヲ
得
サ
ル
ノ
弊
害
ナ
リ
、
故
二
農
商
二
く
農
商
ノ
学

　
　
科
ヲ
設
ケ
鬼
高
荷
二
馳
セ
ス
応
実
地
二
基
ツ
キ
、
他
日
学
蔵
ル
時
ハ
、
其
本

　
　
業
二
帰
リ
テ
、
益
々
其
業
ヲ
盛
大
ニ
ス
ル
ノ
教
則
ア
ラ
ン
コ
ト
ヲ
欲
ス

と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
㌧
に
明
瞭
に
現
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
封
建
的
愚
民
思
想

に
も
と
づ
い
て
、
教
育
を
政
治
的
権
力
に
従
属
せ
し
め
ん
と
す
る
意
図
で
あ
る
。

さ
ら
に
彼
は
国
家
公
認
の
教
学
を
定
め
て
、
国
民
の
恩
想
信
仰
を
統
制
せ
ん
と
し

た
。
元
固
が
封
建
的
倫
理
観
に
立
つ
て
、
智
育
を
斥
け
専
ら
徳
育
の
尊
重
を
鼓
吹

し
た
の
は
、
．
彼
の
思
想
的
立
場
の
然
ら
し
め
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
実
に
彼
は
「
西

洋
近
代
思
潮
の
風
擁
し
て
ゆ
く
明
治
の
思
想
界
に
あ
つ
て
、
く
す
れ
ゆ
く
儒
教
思

想
の
残
塁
を
固
守
し
、
機
会
あ
ら
ば
そ
の
旧
勢
力
を
挽
圓
し
よ
う
と
努
め
た
最
後

　
　
誌
⑥

．
の
闘
士
」
で
あ
つ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
と
共
に
東
洋
遺
徳
の
学
者
と
し
て
、
ま
た

教
育
行
政
の
枢
要
な
地
位
に
あ
つ
た
西
村
茂
樹
の
如
き
も
、
一
早
く
よ
り
遣
徳
致
育

の
強
化
を
主
張
し
、

　
　
凡
ソ
世
界
講
国
ノ
教
育
く
皆
修
身
ヲ
以
テ
本
ト
セ
サ
ル
ハ
ナ
シ
為
（
申
路
）

　
　
独
本
邦
ノ
、
ミ
孔
孟
ノ
教
ヲ
廃
シ
叉
耶
蘇
ノ
教
ヲ
取
ラ
ス
故
二
今
日
身
ヲ
修
メ

　
　
人
二
接
ス
ル
ノ
遣
二
於
テ
椅
信
ス
ル
所
ナ
ク
人
々
勝
手
ノ
説
ヲ
立
テ
逮
ニ
ハ

　
　
邪
論
曲
説
其
間
二
起
リ
世
遣
人
心
二
大
害
ヲ
為
ス
モ
計
リ
難
シ
故
二
修
身
ノ

　
　
一
事
ハ
教
育
ノ
任
二
当
ル
者
ノ
注
意
ス
ヘ
キ
コ
ト
ナ
ル
ヘ
シ

　
　
　
　
　
詮
⑦

と
言
つ
て
い
る
が
、
し
か
し
酉
村
に
は
一
面
に
お
い
て
、
「
然
レ
ト
モ
今
日
二
在

リ
テ
〈
孔
孟
ソ
教
ニ
モ
亦
足
ラ
サ
ル
所
ア
リ
、
何
ゾ
ヤ
、
目
ク
権
理
ナ
リ
、
義
務

ナ
リ
、
自
由
ナ
リ
、
愛
国
ナ
リ
」
と
い
う
だ
け
の
開
明
性
を
も
つ
て
い
た
。

1
前
記
教
学
大
旨
に
対
し
て
伊
藤
博
文
は
、
「
教
育
議
」
を
革
し
て
上
奏
し
ち
さ

ら
に
元
田
は
、
．
「
教
育
議
附
議
」
を
も
つ
て
こ
れ
に
応
え
て
い
る
。
伊
藤
は
そ
の

教
育
議
の
中
で
元
困
の
国
教
論
に
反
対
し
、
「
一
ノ
国
教
ヲ
建
立
シ
テ
、
以
テ
行

フ
カ
如
キ
ハ
為
必
ス
賢
哲
共
人
ア
ル
ヲ
待
ツ
池
而
シ
テ
政
府
ノ
宜
シ
ク
管
制
ス
ヘ

キ
所
二
非
サ
ル
ナ
リ
。
」
と
し
て
今
日
倫
理
風
俗
が
衰
え
た
の
は
、
縫
新
以
来
の

教
学
の
弊
に
よ
る
の
で
は
な
い
ど
し
て
、
「
今
或
ハ
末
弊
ヲ
救
フ
ニ
急
ニ
シ
テ
（
中

略
）
旧
時
ノ
魎
習
ヲ
回
護
ズ
ル
カ
若
キ
コ
ト
ア
ラ
ハ
、
甚
夕
宏
遠
ノ
大
計
二
非
サ

ル
ナ
リ
、
」
　
と
元
閏
の
封
建
的
儒
教
遣
徳
へ
の
復
古
を
戒
め
て
い
る
。
こ
れ
に
対

し
元
固
は
教
育
議
附
議
に
お
い
て
、
「
天
祖
ヲ
敬
ス
ル
ノ
誠
心
凝
結
シ
、
加
フ
ル

ニ
儒
教
ヲ
以
テ
シ
、
祭
政
教
学
一
－
致
、
仁
義
忠
孝
上
下
ニ
ア
ラ
サ
ル
ハ
、
騒
史
上

魔
慶
証
ス
ヘ
キ
ヲ
見
レ
〈
今
臼
ノ
国
教
他
ナ
シ
、
亦
其
古
二
復
セ
ン
耐
己
」
」
　
と



狛

述
べ
て
、
そ
の
教
育
意
見
に
つ
い
て
伊
藤
と
対
瞭
的
見
解
を
示
し
て
い
る
。
か
ふ

　
る
わ
が
国
教
育
の
根
本
に
関
す
る
意
見
の
椙
違
は
、
実
は
元
固
伊
藤
の
両
人
に
よ

り
代
表
さ
れ
る
側
近
反
動
派
と
開
明
官
僚
派
と
の
抗
争
の
形
で
、
そ
の
後
の
教
育

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
註
⑧

勅
語
の
漢
発
に
際
し
て
も
み
ら
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
◎

　
　
と
こ
ろ
で
か
ム
る
徳
育
論
が
展
開
せ
冶
れ
、
当
時
の
教
育
の
欠
階
が
批
判
さ
れ

つ
ふ
あ
つ
た
の
は
、
恰
も
自
由
民
権
運
勤
が
反
政
府
的
気
勢
を
高
め
た
時
期
に
相

当
し
、
明
治
絶
対
主
義
政
府
は
こ
の
政
治
不
安
に
対
応
す
べ
く
政
論
の
圧
追
を
強

化
し
、
絶
対
主
義
政
権
の
性
格
を
濃
厚
に
現
わ
す
に
至
つ
た
、
と
の
こ
と
は
直
ち

に
致
育
の
分
野
に
も
反
映
し
、
致
育
令
の
制
定
に
当
つ
て
は
、
先
づ
小
学
校
に
拾

け
る
諾
教
科
を
検
討
し
て
、
政
治
、
杜
会
に
関
係
あ
る
科
目
を
削
つ
て
竜
人
民
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
註
⑨

日
常
生
活
に
却
応
す
る
実
用
的
科
目
に
再
編
さ
れ
た
、
さ
ら
に
改
正
致
育
令
の
公

布
に
際
し
て
は
、
か
つ
て
あ
れ
ほ
ど
ま
で
に
欝
戒
さ
れ
た
儒
教
遺
徳
を
取
り
い
れ

　
て
為
わ
が
国
致
育
の
方
向
を
基
礎
づ
け
た
。
そ
れ
は
反
政
府
的
の
政
論
を
抑
圧
し

　
て
烏
政
治
的
耐
会
的
秩
序
の
安
定
を
図
ろ
う
と
す
る
こ
の
時
期
の
政
府
の
動
き
と
竜

元
田
ら
側
近
反
動
派
の
徳
育
奪
重
の
動
き
を
反
映
す
る
も
の
で
あ
る
。
か
ふ
る

歴
史
的
背
景
の
も
と
に
為
い
て
、
歴
史
科
の
独
立
が
実
現
し
、
そ
⑳
遣
徳
的
国
樺

的
立
場
が
規
定
さ
れ
る
に
至
つ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
歴
史
以
外
に
致
育
目
的
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
註
⑨

設
定
し
た
い
わ
ゆ
る
「
倫
理
的
歴
史
教
育
」
と
も
言
う
べ
き
ポ
の
で
あ
る
。
封
建

的
教
学
を
否
定
し
た
「
学
制
」
が
、
そ
の
非
政
治
性
を
以
て
特
徴
と
し
た
の
に
対

，
し
て
、
明
治
十
二
、
三
年
頃
よ
り
の
教
育
は
国
家
権
力
に
従
属
せ
し
め
ら
れ
た
も

の
と
言
え
よ
う
。
こ
の
間
の
事
惜
を
示
す
穿
証
と
し
て
次
の
、
文
書
が
あ
る
。

　
、
二
月
廿
．
一
日
侍
講
元
田
永
孚

　
　
御
内
旨
又
奉
シ
、
文
部
卿
福
岡
孝
悌
1

　
　
　
拝
　
諦
ス

　
　
今
回
文
部
省
学
制
諾
般
ノ
規
則
ヲ
熟
覧
セ
シ
ニ
、
初
メ
朕
皇
則
任
文
都
卿
寺

　
　
島
宗
則
二
論
シ
タ
ル
以
来
ノ
趣
意
達
セ
シ
者
ト
看
ル
故
二
、
其
教
則
一
等
二
於

　
　
テ
モ
、
総
テ
朕
カ
異
存
ヲ
措
ク
所
ナ
シ
。
因
テ
此
旨
ヲ
遠
二
現
任
文
部
卿
二

　
　
伝
ヘ
ヨ
。
且
次
ノ
条
件
ヲ
論
セ
ヨ
。

　
　
一
此
学
制
規
則
ヲ
以
テ
、
文
部
卿
二
於
テ
充
分
二
実
際
ノ
施
行
ヲ
遂
ク
ル
ヲ

　
　
要
ト
ス
ヘ
シ
、
之
ヲ
シ
テ
徒
法
二
騎
セ
シ
ム
ル
コ
ト
勿
レ
。

　
　
一
教
育
ノ
事
ハ
、
固
ヨ
リ
一
時
二
途
ク
ヘ
キ
モ
ノ
ニ
非
ス
。
仮
令
現
任
文
部

　
　
卿
ヲ
替
ル
ト
モ
、
文
部
省
二
於
テ
〈
此
ノ
旨
趣
ヲ
一
貫
シ
、
徹
底
セ
シ
ム
ヘ

　
　
キ
ノ
覚
悟
ア
ル
ヘ
シ
◎
、

　
　
一
従
来
欧
米
二
偏
セ
シ
学
風
ハ
、
亡
慮
之
ヲ
洗
除
シ
、
小
学
慶
史
科
二
於
テ

　
　
ハ
、
我
国
史
ノ
外
、
漢
洋
共
二
用
上
サ
ル
カ
如
キ
為
尤
其
宜
シ
キ
ヲ
得
タ
リ

　
　
ト
ス
、
然
ト
モ
爾
後
或
く
風
潮
二
逐
く
レ
、
更
二
独
逸
二
傲
フ
ヘ
ク
、
叉
〈

　
　
露
国
二
取
ル
ヘ
キ
等
ノ
論
ア
ル
モ
、
文
部
省
一
定
ノ
制
規
二
採
リ
テ
、
変
動

　
　
セ
ス
、
十
年
ノ
後
其
威
功
ヲ
奏
ス
ヘ
シ
。
不
得
己
シ
チ
各
国
二
取
ル
ヘ
キ
等

　
　
ノ
コ
ト
ア
ラ
ハ
、
文
部
卿
能
ク
其
意
見
ヲ
尽
シ
、
一
精
択
シ
テ
其
取
パ
ヘ
キ
⊥
ヲ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
註
⑩

　
　
取
リ
栖
彼
ε
偏
ス
ル
ゴ
十
勿
レ
。
（
三
条
家
文
書
〉

　
右
の
御
内
旨
は
硯
治
十
五
年
二
月
の
も
の
で
、
教
育
の
こ
と
に
つ
い
て
寺
島
文

部
卿
を
論
さ
牝
た
の
ぼ
町
治
十
二
年
の
ζ
と
で
あ
る
。
こ
の
御
内
旨
の
内
容
を
み

る
に
侍
議
元
固
の
致
育
思
想
を
看
取
し
得
る
の
で
あ
つ
で
惇
か
∫
る
教
育
諭
が
強

く
文
部
当
局
に
影
響
し
た
こ
と
は
、
そ
の
後
に
お
け
る
教
育
施
策
に
よ
つ
て
釦
る

こ
と
が
で
き
よ
う
。
す
な
わ
ち
十
二
年
袴
天
皇
が
寺
島
文
部
卿
を
諭
さ
れ
て
よ
り

こ
れ
が
具
体
的
に
施
策
と
し
て
具
現
さ
れ
た
の
が
、
小
学
校
教
則
綱
領
と
小
学
校
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教
員
心
得
と
で
あ
、
る
。
殊
に
内
旨
書
に
示
さ
れ
た
条
件
第
三
の
如
き
は
、
小
学
校

歴
史
ぼ
日
本
蟹
史
に
隈
る
べ
き
こ
と
を
示
し
た
も
の
で
あ
り
、
従
来
の
智
育
偏
重

欧
米
心
酔
の
弊
老
矯
め
た
も
の
と
し
て
、
側
近
反
動
派
の
皇
遣
為
鰭
教
主
義
の
反

映
と
み
ら
れ
よ
う
◎

　
さ
て
前
述
の
如
き
魔
史
的
思
想
的
講
事
惜
を
考
慮
に
い
れ
て
芯
教
則
綱
領
に
示

さ
れ
だ
歴
史
科
の
規
定
を
見
直
す
と
き
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
の
意
義
を
明
確
に
把
握

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
当
時
の
教
育
が
歴
史
教
育
を
も
含
め
て
、
極
め
て
国
粋
的

方
向
に
転
換
を
派
す
に
至
つ
た
こ
と
は
、
「
生
徒
ヲ
シ
テ
遣
徳
ノ
性
惜
ヲ
濁
養
シ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
註
⑩

愛
国
ノ
主
義
ヲ
銘
記
セ
シ
ム
ル
ハ
、
特
二
教
員
ノ
注
意
ス
ベ
キ
モ
ノ
ト
ス
◎
」
と

言
わ
れ
篶
ま
た
十
四
年
六
局
の
小
学
校
教
員
心
得
に
芯
　
「
小
学
教
員
ノ
良
否
〈
普

通
教
育
ノ
弛
張
貫
関
シ
普
通
教
育
ノ
弛
張
．
ハ
国
家
ノ
隆
替
ユ
係
ル
其
任
タ
ル
重
且

大
ナ
リ
ト
謂
フ
ヘ
シ
（
中
路
）
尊
王
愛
国
ノ
志
気
ヲ
振
起
シ
風
俗
ヲ
シ
テ
淳
美
ナ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
註
⑫

ラ
シ
メ
民
生
ヲ
シ
テ
富
摩
ナ
ラ
シ
メ
以
テ
国
家
ノ
安
寧
福
祉
テ
増
進
ス
ル
し
と
記

さ
れ
て
い
る
こ
と
を
以
て
み
て
も
明
ら
か
で
あ
る
◎
か
く
て
歴
史
科
の
独
立
と
共

に
負
荷
さ
れ
た
も
の
は
や
尊
王
愛
国
の
志
気
を
振
起
す
る
と
い
う
使
命
で
あ
つ
た
、

明
治
十
四
年
を
境
と
し
て
竜
そ
れ
以
後
の
慶
史
教
科
書
に
滝
「
此
警
螢
鎖
小
冊
子

ト
難
為
記
ス
ル
所
皇
統
一
系
も
萬
世
無
窮
ナ
ル
ヲ
明
カ
ニ
シ
、
穿
ラ
慶
朝
ノ
美
事

善
制
ヲ
列
按
シ
滴
青
衿
ノ
徒
ヲ
シ
テ
、
尊
王
愛
国
ノ
志
氣
ヲ
発
揮
セ
シ
メ
ン
ト
欲

ス
」
鰻
掘
讐
と
記
さ
れ
、
菱
「
此
書
青
ス
奔
一
器
ノ
萬
古
無
窮

ナ
ル
ヲ
明
ニ
シ
竜
（
中
略
）
読
者
ヲ
シ
テ
尊
王
愛
国
ノ
惜
ヲ
発
揮
セ
シ
メ
ン
ト
欲

ス
」
一
羅
盤
さ
と
述
べ
ら
れ
喰
以
前
の
欝
書
隻
ら
装
皇
篭
対
し

忌
避
す
る
と
＞
」
ろ
な
き
記
載
は
、
一
切
こ
れ
を
削
除
さ
れ
る
に
至
つ
た
。
こ
㌧
に

国
家
の
忠
良
な
る
臣
民
の
育
威
と
い
う
教
育
目
的
が
確
立
さ
れ
た
訳
で
あ
る
。
真

に
国
民
的
墓
盤
を
も
た
な
い
絶
対
主
義
国
家
と
し
て
は
、
あ
ら
ゆ
る
教
育
と
同
様

に
匿
史
教
育
も
ま
た
歓
念
的
に
国
家
主
義
的
精
神
を
鼓
吹
せ
ね
ば
な
ら
な
く
な
つ

た
の
で
あ
る
◎

騒

①
教
育
議
（
文
部
省
「
教
育
に
関
す
る
勅
語
漢
発
五
十
年
記
念
賓
料
展
覧
図
録
」
豚

　
収
）

②
明
治
以
降
教
育
制
度
発
達
史
竜
第
二
巻
二
五
四
頁

③
前
掲
書
曳
第
二
巻
も
囚
七
四
頁

④
1
教
学
大
旨
（
文
都
省
「
教
育
に
関
す
る
勅
語
漢
発
五
十
年
記
念
賛
料
展
覧
図
鋒
」

　
所
収
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

⑥
家
永
三
郎
博
土
、
「
教
育
勅
語
成
立
に
関
す
る
思
想
史
的
考
察
」
（
「
目
本
思
想
史

　
の
諸
間
題
」
豚
収
竜
史
掌
雑
誌
第
五
十
六
編
第
十
二
号
所
載
）
参
照

⑥
前
掲
書
二
ご
ご
頁

⑥
明
治
以
降
教
育
糊
度
発
達
史
、
第
二
巻
四
六
九
蟻
町
七
〇
頁

⑧
家
永
幡
土
前
掲
論
文
参
照

⑨
時
野
谷
勝
氏
克
「
教
育
含
制
定
の
騒
史
的
背
景
」
（
開
国
胃
年
記
念
明
治
文
化
史
論

　
集
所
収
）
参
照

⑨
西
田
直
二
郎
樽
土
「
駿
史
研
究
と
腫
史
教
育
」
（
岩
波
講
座
日
本
騒
史
所
収
）
参
照

⑲
明
治
以
降
教
育
棚
度
発
達
史
申
第
二
巻
二
六
六
頁
－
二
六
七
頁

⑭
教
育
令
制
定
理
由
（
明
治
文
化
金
集
第
十
巻
三
八
六
頁
）

⑲
明
治
以
降
教
育
紺
度
発
達
史
、
第
二
巻
二
六
〇
貫

　
　
　
　
　
　
重
愁
結
　
　
　
語

　
以
上
を
要
約
し
つ
㌧
結
論
を
述
べ
る
。
明
治
初
期
の
歴
史
教
育
は
、
学
制
の
教

科
課
穣
が
樹
め
て
近
代
的
開
化
的
で
あ
つ
た
に
も
か
か
わ
ら
す
、
ζ
れ
を
支
え
る

砒
会
的
文
化
的
墓
盤
が
薄
弱
で
あ
つ
た
こ
と
、
及
び
劃
建
史
学
の
伝
統
の
根
強
さ

の
た
め
、
十
分
の
蔵
果
を
み
る
に
は
至
ら
な
か
つ
た
。
従
つ
て
魔
史
は
、
「
句
読
」

「
読
物
」
科
の
中
に
包
含
さ
れ
、
歴
史
書
を
調
習
す
る
こ
と
を
以
て
池
そ
の
致
育

一
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法
の
第
一
と
さ
れ
て
い
た
。
そ
し
て
当
時
の
致
科
書
の
大
部
分
は
、
前
代
の
系
統

を
ひ
く
儒
致
的
遺
徳
史
観
に
よ
る
も
の
か
、
ま
た
は
簡
明
に
事
実
を
綾
述
し
た
編

年
史
で
あ
つ
だ
。
そ
の
間
に
あ
つ
て
世
界
史
の
教
育
が
行
わ
れ
て
い
た
と
い
う
事

実
は
、
普
通
致
育
の
騒
史
が
教
科
と
し
て
は
極
め
て
素
朴
な
形
態
に
あ
り
な
が
ら

－
決
し
て
低
く
み
ら
れ
て
は
い
な
か
つ
た
と
い
う
こ
と
と
共
に
、
見
落
し
て
は
な
ら

ぬ
間
題
と
思
う
。
こ
の
時
代
に
和
灘
洋
の
歴
史
教
育
が
並
用
し
て
行
わ
れ
た
と
こ

ろ
に
鬼
当
時
の
教
育
の
実
租
が
う
か
が
わ
れ
る
の
で
あ
つ
て
、
そ
こ
に
は
教
育
の

白
H
由
が
存
し
た
。
す
な
わ
ち
こ
の
時
代
の
歴
史
教
育
の
最
も
顕
蕃
な
特
徴
は
、
そ

の
非
政
治
性
の
点
に
あ
つ
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
然
る
に
明
治
十
年
頃
よ
り
絶
対
主
権
政
権
は
、
高
ま
り
来
る
自
由
民
権
運
動
を

当
面
の
敵
と
し
て
、
白
H
ら
を
防
衛
し
て
ゆ
く
だ
め
に
、
か
つ
て
あ
れ
ほ
ど
ま
で
に

警
戒
し
た
封
建
的
遣
徳
と
結
合
し
た
。
改
正
教
育
令
の
公
布
、
小
学
校
教
則
綱
領

の
制
定
等
は
為
伺
れ
も
か
か
る
絶
対
主
義
政
権
の
形
威
遇
程
に
お
け
る
所
産
で
あ

る
。
歴
史
教
育
も
ま
た
こ
の
線
に
沿
う
て
儒
教
遣
徳
と
結
ぴ
付
き
塙
「
尊
王
愛
国
し

が
そ
の
教
百
目
標
と
し
て
示
さ
れ
る
に
至
つ
た
。
歴
史
科
の
独
立
に
よ
り
興
え
ら

れ
た
も
の
は
、
日
本
の
窟
強
に
奉
仕
す
る
た
め
の
歴
史
教
育
で
あ
つ
淀
の
で
あ
る
、

か
く
て
正
し
い
意
味
の
歴
史
教
育
は
セ
絶
対
主
義
政
権
の
存
す
る
限
り
、
わ
が
国

で
は
見
る
こ
と
が
困
難
に
な
つ
た
と
言
つ
て
よ
か
ろ
う
。
そ
し
て
そ
れ
は
皇
国
史

観
に
ま
で
発
展
し
滴
日
本
国
家
の
運
命
を
決
す
る
今
次
大
戦
の
中
で
、
悲
劇
的
様

相
を
展
開
し
た
こ
と
は
周
知
の
事
実
で
あ
る
。
こ
う
し
た
わ
が
国
の
歴
史
教
育
の

伝
統
に
対
し
て
、
如
伺
よ
う
に
対
決
す
る
か
、
そ
れ
は
わ
れ
わ
れ
に
解
く
べ
く
残

さ
れ
た
重
要
な
課
題
で
あ
る
、
　
　
　
　
　
、
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
九
五
三
、
一
喝
一
〇
稿
）




